
導員等）に対しての協力や育成支援が必要です。さらに、地域で組織された文化財保存活用

団体についても主体的に活動できる団体が少ないといった課題もあります。

① 高齢化や人口減少により文化財が消失の危機に瀕している

② 文化財の保存・活用を支える人材が少ない

③ 主体的に活動できる文化財保存活用団体が少ない

組組織織・・体体制制にに関関すするる課課題題

これまで、本市では様々な団体による文化財の活用が行われてきましたが、法の改正によ

り今後更なる活用の増加が見込まれます。しかし、やみくもな活用は文化財の価値を損なう

恐れがあり、更に多様化する活用に対して行政だけでは対応が難しくなってきています。そ

のため、専門家や関係者と協力しながら適切に管理していく必要があります。

また、文化財の保存・活用に関わる主体は、行政のほか、所有者や地域、市民団体、専門

家等、多岐にわたりますが、相互の連携が取れておらず、取組が重複したり、取り残される

文化財があったりといった課題があります。

さらに、文化財の保存管理には多額の資金が必要になりますが、文化財所有者の高齢化や

檀家や氏子の減少等により、自己負担金の確保が更に困難になると考えられます。そのため

所有者の負担を減らす新たな財源確保の仕組みが必要です。

① 文化財の適切な保存・活用ができていない

② 文化財の保存・活用にかかわる人や組織の連携が図れていない

③ 文化財所有者の経済的負担が大きい

情情報報発発信信にに関関すするる課課題題

本市の指定等文化財については、これまで報告書やホームページ、説明会等を通じて、そ

の価値や魅力等の情報を発信しています。しかし、文化財全般をみたとき、情報発信につい

ては決して十分だとは言えません。過去には、文化財に関する情報発信が十分にできていな

かったため、古文書や民具等の文化財が除却されてしまったという例もあります。

また、文化財を活用した展示・講座を企画しても、情報発信手段が限られているため、タ

イムリーさに欠けたり、若い世代に向けた情報提供ができていなかったりという課題が挙げ

られます。

① 文化財に関する情報発信が十分でない

② 情報発信の手段が限定的で多様性がない
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１１ 文文化化財財のの保保存存とと活活用用にに関関すするる将将来来像像

本市総合計画では、「それぞれの地域の個性や魅力的で豊かな資源を生かしつつ、共に力を合

わせ市民自らの手でまちを創り出し、産業経済活動が活性化し、地域全体が元気でにぎわいの

あふれる自立的なまちを目指す」としています。

総合計画が目指すまちを実現するため、「文化財はどのような役割を果たすことができるのか」

という視点から、地域計画では文化財の保存と活用に関する将来像を次のとおり定めます。

２２ 文文化化財財のの保保存存とと活活用用にに関関すするる目目標標とと方方針針

基基本本目目標標とと方方針針

本市の文化財を取り巻く課題に向き合い、確実に目指すべき将来像を実現するために、以

下のとおり４つの基本目標を定めます。これらは総合計画の政策である「未来を創造するひ

とをつくるまち」及び「活力とにぎわいのあるまち」を実現化するための文化財行政として

の目標であり、個性豊かなまちを舞台に、若い世代から高齢者まで誰もが生き生きと暮らし

ていけるまちを目指しています。

なお、これらの基本目標は、「滋賀県文化財保存活用大綱」に示す保存・活用の５つの柱

のうち、「 文化財の調査、指定、保存管理の計画的、確実、着実な推進」、「 みんなで

文化財の保存継承を支え合う地域づくり・人づくり」、「 文化財の多種多様な活用推進」

に対応するものです。

Ⅰ 文化財の把握と掘り起こし

Ⅱ 地域住民による文化財の保存・継承

Ⅲ 連携・協働による活用の推進

Ⅳ 文化財を生かしたまちづくりの実践

また、本市の目指すべき将来像を実現するため、第５章で抽出した様々な課題の克服を方

針に据え、それに基づいた取組を実施していきます。

これらの方針に基づく各種取組がそれぞれ作用し、本市が有する多様な文化財相互の関係

性を踏まえた一体的・総合的な取組を展開していくことで、将来像「文化財を生かしたうる

おいとにぎわいのまち」を目指します。

「「文文化化財財をを生生かかししたたううるるおおいいととににぎぎわわいいののままちち」」

将来像
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なお、これらの基本目標は、「滋賀県文化財保存活用大綱」に示す保存・活用の５つの柱

のうち、「 文化財の調査、指定、保存管理の計画的、確実、着実な推進」、「 みんなで

文化財の保存継承を支え合う地域づくり・人づくり」、「 文化財の多種多様な活用推進」

に対応するものです。

Ⅰ 文化財の把握と掘り起こし

Ⅱ 地域住民による文化財の保存・継承

Ⅲ 連携・協働による活用の推進

Ⅳ 文化財を生かしたまちづくりの実践

また、本市の目指すべき将来像を実現するため、第５章で抽出した様々な課題の克服を方

針に据え、それに基づいた取組を実施していきます。

これらの方針に基づく各種取組がそれぞれ作用し、本市が有する多様な文化財相互の関係

性を踏まえた一体的・総合的な取組を展開していくことで、将来像「文化財を生かしたうる

おいとにぎわいのまち」を目指します。

「「文文化化財財をを生生かかししたたううるるおおいいととににぎぎわわいいののままちち」」

将来像

基基本本目目標標ⅠⅠ 文文化化財財のの把把握握とと掘掘りり起起ここしし

基基本本目目標標ⅡⅡ 地地域域住住民民にによよるる文文化化財財のの保保存存・・継継承承のの推推進進

基基本本目目標標ⅢⅢ 連連携携・・協協働働にによよるる活活用用のの推推進進

本市に所在する多種多様な文化財を保存・活用するには、その文化財がもつ価値や魅力を正

しく理解する必要があります。しかし、調査機会や指定等の状況に偏りがあり、本市の文化財

を正確に把握できているとは言えません。地域ごと、類型ごとの不均衡を均し、文化財の掘り

起こしとその価値の把握に努めます。

【調査に関する方針】

・文化財類型や地域バランスを考慮した調査計画を作成します。 課題 －①）

・地域文化財の掘り起こし及び無形文化財や民俗文化財、記念物等、調査が進んでいない

分野の詳細調査を進めます。 課題 －②）

・指定等文化財の現況を把握し、文化財データベースの充実を図ります。 課題 －③）

暮らしの中で生まれた文化財は地域の個性を表す存在であり、将来にわたって適切に保存・

継承していかなくてはなりません。しかし、所有者の経済的負担や後継者不足から、保存・継

承が難しくなっています。文化財所有者・継承者の負担を軽減し、地域全体で保存・継承に取

り組んでいけるよう、環境整備や仕組みづくりに取り組みます。

【保存管理に関する方針】

・保存管理計画を策定し、文化財ごとの計画的な保存管理を推進します。 課題 －①）

・文化財を保存する周辺環境の整備を進めます。 課題 －②）

・文化財所有者の負担を減らし、文化財の保存・継承を進めます。 課題 －③）

【ひとづくりに関する方針】

・文化財所有者、担い手等への継承支援を強化します。 課題 －①）

・文化財を守り、活用指導できる文化財保護指導員を育てます。 課題 －②）

【組織・体制に関する方針】

・文化財保存活用支援団体の導入を図ります。 課題 －①）

・文化財所有者の経済的負担を軽減するため、財源確保の取組を推進します。

課題 －③）

地域に残る文化財を適切に活用していくことができるのは、その地域に暮らす人びとです。

現在でも、まちづくり協議会や歴史団体等によって文化財を活用した取組が行われていますが、

より積極的に活用するには、多様な人びとが関わることができる仕組みが必要です。各種団体

と連携・協働しながら、文化財の適切かつ積極的な活用を図ります。

【活用に関する方針】

・文化財の価値を伝える設備の整備を推進します。 課題 －①）
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基基本本目目標標ⅣⅣ 文文化化財財をを生生かかししたたままちちづづくくりりのの実実践践

・文化財の更なる活用を図ります。 課題 －②）

・文化財を活用した地域での取り組みを支援します。 課題 －③）

・地域や小中学校等への歴史学習等、文化財に触れられる機会を提供します。

課題 －④）

・文化財を活用した観光振興に取り組みます。 課題 －⑤）

【ひとづくりに関する方針】

・文化財所有者、担い手等への継承支援を強化します。 課題 －①）

・ボランティアガイド、サポーター等の人材を育てます。 課題 －②）

【組織・体制に関する方針】

・様々な人が連携、協働できる体制・仕組み作りに取り組みます。 課題 －②）

・文化財担当課だけでなく、関係課と連携・協力した庁内体制を構築します。 課題 －②）

・文化財所有者の経済的負担を減らす新たな財源確保に努めます。 課題 －③）

文化財に触れ、身近に感じることで、文化財の価値や地域の良さを理解することができます。

歴史文化に触れる機会の創出や、文化財に関する情報を定期的に提供することで、文化財を生

かしたまちづくり活動を支援します。

【活用に関する方針】

・文化財の更なる活用を図ります。 課題 －②）

・文化財を活用した地域での取り組みを支援します。 課題 －③）

・文化財を活用した高齢者福祉に取り組みます。 課題 －④）

【ひとづくりに関する方針】

・文化財保存活用団体の育成及び活動支援を行います。 課題 －③）

【組織・体制に関する方針】

・様々な人が連携、協働できる体制・仕組み作りに取り組みます。 課題 －②）

・文化財担当課だけでなく、関係課と連携・協力した庁内体制を構築します。 課題 －②）

【情報発信に関する方針】

・文化財に触れられる機会を提供します。 課題 －①②）

・多彩な手法を用い、文化財に関する情報を提供します。 課題 －①②）

３３ 文文化化財財のの保保存存とと活活用用にに関関すするる取取組組

取取組組のの考考ええ方方

本市の歴史文化の特徴及び保存と活用に関する現状と課題を踏まえ、将来像の実現に向け、

地域計画期間中に実施する取組を以下のとおり設定します。これらの取組のうち、緊急性を
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基基本本目目標標ⅣⅣ 文文化化財財をを生生かかししたたままちちづづくくりりのの実実践践
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・文化財を活用した地域での取り組みを支援します。 課題 －③）

・文化財を活用した高齢者福祉に取り組みます。 課題 －④）

【ひとづくりに関する方針】

・文化財保存活用団体の育成及び活動支援を行います。 課題 －③）

【組織・体制に関する方針】

・様々な人が連携、協働できる体制・仕組み作りに取り組みます。 課題 －②）

・文化財担当課だけでなく、関係課と連携・協力した庁内体制を構築します。 課題 －②）

【情報発信に関する方針】

・文化財に触れられる機会を提供します。 課題 －①②）

・多彩な手法を用い、文化財に関する情報を提供します。 課題 －①②）

３３ 文文化化財財のの保保存存とと活活用用にに関関すするる取取組組

取取組組のの考考ええ方方

本市の歴史文化の特徴及び保存と活用に関する現状と課題を踏まえ、将来像の実現に向け、

地域計画期間中に実施する取組を以下のとおり設定します。これらの取組のうち、緊急性を

要するもの、観光や地域振興等、他の部署の事業との関連で取組の相乗効果が期待できるも

の、保存・活用を今後推進していくための土台作りに資するもの等については、今期計画期

間における「重点的な取組」と位置付けます。

ⅠⅠ 文文化化財財把把握握とと掘掘りり起起ここししにに関関すするる取取組組

本市に所在する文化財を掘り起こし、その価値や魅力を正確に把握し記録化するため、文化財

の掘り起こしや指定等文化財の現況調査を進めます。また、重点的な取組として「文化財指定候

補リスト及び調査計画の作成」に取り組み、文化財の計画的な保存・継承のための準備を進めま

す。

また、保存措置が講じられていない地域文化財や、民俗文化財や記念物、町並み等の調査が進

んでいない分野の詳細調査を実施します。

【調査に関する取組】

重重点点的的なな取取組組

ⅠⅠ--000011 文文化化財財指指定定候候補補リリスストト及及びび調調査査計計画画のの作作成成
継続／新規 新規

事業概要 文化財データベースを基に文化財指定候補リストを作成し、種別、地区、文化財のおかれた状況等を考慮
した調査計画を立案します。

取組主体
行 政 ◎ 所有者 ○ 地 域 ○
民 間 市民団体 専門家 ●

計画期間
今期

次期
前期 後期

財源 市費
ＫＰＩ

ⅠⅠ--000022 文文化化的的景景観観のの重重要要景景観観構構成成要要素素のの特特定定
継続／新規 継続
事業概要 文化的景観保存調査により特定した景観構成要素を価値づけし、重要景観構成要素に特定します。

取組主体
行 政 ◎ 所有者 ○ 地 域 ○
民 間 市民団体 ● 専門家 ●

措置のうち、取組主体の「行政」は東近江市、滋賀県、近隣自治体も含めた広域行政等を指し

ます。「所有者等」は文化財所有者及び管理者を、「地域」は地域住民 まちづくり協議会、自治

会等 を指します。「市民団体等」はＮＰＯ法人や観光ボランティア団体、保存会等の歴史・環

境・まちづくり等に関わる各種団体を指します。「民間」は市内外の民間事業者等を指します。

「専門家」は大学等研究機関に属する研究者を指します。

また、財源の「市費」は市の単費予算、「国・県補助」は国の各種補助金 文化財補助金やデジ

タル田園都市国家構想交付金等、文化庁及び各省庁所管の補助金及び交付金等 及び県の各種補

助金、「団体費等」は市民団体等による事業費、「民間」は民間企業等の助成金、クラウドファン

ディング等を指します。

要するもの、観光や地域振興等、他の部署の事業との関連で取組の相乗効果が期待できるも

の、保存・活用を今後推進していくための土台作りに資するもの等については、今期計画期

間における「重点的な取組」と位置付けます。

ⅠⅠ 文文化化財財把把握握とと掘掘りり起起ここししにに関関すするる取取組組

本市に所在する文化財を掘り起こし、その価値や魅力を正確に把握し記録化するため、文化財

の掘り起こしや指定等文化財の現況調査を進めます。また、重点的な取組として「文化財指定候

補リスト及び調査計画の作成」に取り組み、文化財の計画的な保存・継承のための準備を進めま

す。

また、保存措置が講じられていない地域文化財や、民俗文化財や記念物、町並み等の調査が進

んでいない分野の詳細調査を実施します。

【調査に関する取組】

重重点点的的なな取取組組

ⅠⅠ--000011 文文化化財財指指定定候候補補リリスストト及及びび調調査査計計画画のの作作成成
継続／新規 新規

事業概要 文化財データベースを基に文化財指定候補リストを作成し、種別、地区、文化財のおかれた状況等を考慮
した調査計画を立案します。

取組主体
行 政 ◎ 所有者 ○ 地 域 ○
民 間 市民団体 専門家 ●

計画期間
今期

次期
前期 後期

財源 市費
ＫＰＩ

ⅠⅠ--000022 文文化化的的景景観観のの重重要要景景観観構構成成要要素素のの特特定定
継続／新規 継続
事業概要 文化的景観保存調査により特定した景観構成要素を価値づけし、重要景観構成要素に特定します。

取組主体
行 政 ◎ 所有者 ○ 地 域 ○
民 間 市民団体 ● 専門家 ●

措置のうち、取組主体の「行政」は東近江市、滋賀県、近隣自治体も含めた広域行政等を指し

ます。「所有者等」は文化財所有者及び管理者を、「地域」は地域住民 まちづくり協議会、自治

会等 を指します。「市民団体等」はＮＰＯ法人や観光ボランティア団体、保存会等の歴史・環

境・まちづくり等に関わる各種団体を指します。「民間」は市内外の民間事業者等を指します。

「専門家」は大学等研究機関に属する研究者を指します。

また、財源の「市費」は市の単費予算、「国・県補助」は国の各種補助金 文化財補助金やデジ

タル田園都市国家構想交付金等、文化庁及び各省庁所管の補助金及び交付金等 及び県の各種補

助金、「団体費等」は市民団体等による事業費、「民間」は民間企業等の助成金、クラウドファン

ディング等を指します。

要するもの、観光や地域振興等、他の部署の事業との関連で取組の相乗効果が期待できるも

の、保存・活用を今後推進していくための土台作りに資するもの等については、今期計画期

間における「重点的な取組」と位置付けます。

ⅠⅠ 文文化化財財把把握握とと掘掘りり起起ここししにに関関すするる取取組組

本市に所在する文化財を掘り起こし、その価値や魅力を正確に把握し記録化するため、文化財

の掘り起こしや指定等文化財の現況調査を進めます。また、重点的な取組として「文化財指定候

補リスト及び調査計画の作成」に取り組み、文化財の計画的な保存・継承のための準備を進めま

す。

また、保存措置が講じられていない地域文化財や、民俗文化財や記念物、町並み等の調査が進

んでいない分野の詳細調査を実施します。

【調査に関する取組】

重重点点的的なな取取組組

ⅠⅠ--000011 文文化化財財指指定定候候補補リリスストト及及びび調調査査計計画画のの作作成成
継続／新規 新規

事業概要 文化財データベースを基に文化財指定候補リストを作成し、種別、地区、文化財のおかれた状況等を考慮
した調査計画を立案します。

取組主体
行 政 ◎ 所有者 ○ 地 域 ○
民 間 市民団体 専門家 ●

計画期間
今期

次期
前期 後期

財源 市費
ＫＰＩ

ⅠⅠ--000022 文文化化的的景景観観のの重重要要景景観観構構成成要要素素のの特特定定
継続／新規 継続
事業概要 文化的景観保存調査により特定した景観構成要素を価値づけし、重要景観構成要素に特定します。

取組主体
行 政 ◎ 所有者 ○ 地 域 ○
民 間 市民団体 ● 専門家 ●

措置のうち、取組主体の「行政」は東近江市、滋賀県、近隣自治体も含めた広域行政等を指し

ます。「所有者等」は文化財所有者及び管理者を、「地域」は地域住民 まちづくり協議会、自治

会等 を指します。「市民団体等」はＮＰＯ法人や観光ボランティア団体、保存会等の歴史・環

境・まちづくり等に関わる各種団体を指します。「民間」は市内外の民間事業者等を指します。

「専門家」は大学等研究機関に属する研究者を指します。

また、財源の「市費」は市の単費予算、「国・県補助」は国の各種補助金 文化財補助金やデジ

タル田園都市国家構想交付金等、文化庁及び各省庁所管の補助金及び交付金等 及び県の各種補

助金、「団体費等」は市民団体等による事業費、「民間」は民間企業等の助成金、クラウドファン

ディング等を指します。

要するもの、観光や地域振興等、他の部署の事業との関連で取組の相乗効果が期待できるも

の、保存・活用を今後推進していくための土台作りに資するもの等については、今期計画期

間における「重点的な取組」と位置付けます。

ⅠⅠ 文文化化財財把把握握とと掘掘りり起起ここししにに関関すするる取取組組

本市に所在する文化財を掘り起こし、その価値や魅力を正確に把握し記録化するため、文化財

の掘り起こしや指定等文化財の現況調査を進めます。また、重点的な取組として「文化財指定候

補リスト及び調査計画の作成」に取り組み、文化財の計画的な保存・継承のための準備を進めま

す。

また、保存措置が講じられていない地域文化財や、民俗文化財や記念物、町並み等の調査が進

んでいない分野の詳細調査を実施します。

【調査に関する取組】

重重点点的的なな取取組組

ⅠⅠ--000011 文文化化財財指指定定候候補補リリスストト及及びび調調査査計計画画のの作作成成
継続／新規 新規

事業概要 文化財データベースを基に文化財指定候補リストを作成し、種別、地区、文化財のおかれた状況等を考慮
した調査計画を立案します。

取組主体
行 政 ◎ 所有者 ○ 地 域 ○
民 間 市民団体 専門家 ●

計画期間
今期

次期
前期 後期

財源 市費
ＫＰＩ

ⅠⅠ--000022 文文化化的的景景観観のの重重要要景景観観構構成成要要素素のの特特定定
継続／新規 継続
事業概要 文化的景観保存調査により特定した景観構成要素を価値づけし、重要景観構成要素に特定します。

取組主体
行 政 ◎ 所有者 ○ 地 域 ○
民 間 市民団体 ● 専門家 ●

措置のうち、取組主体の「行政」は東近江市、滋賀県、近隣自治体も含めた広域行政等を指し

ます。「所有者等」は文化財所有者及び管理者を、「地域」は地域住民 まちづくり協議会、自治

会等 を指します。「市民団体等」はＮＰＯ法人や観光ボランティア団体、保存会等の歴史・環

境・まちづくり等に関わる各種団体を指します。「民間」は市内外の民間事業者等を指します。

「専門家」は大学等研究機関に属する研究者を指します。

また、財源の「市費」は市の単費予算、「国・県補助」は国の各種補助金 文化財補助金やデジ

タル田園都市国家構想交付金等、文化庁及び各省庁所管の補助金及び交付金等 及び県の各種補

助金、「団体費等」は市民団体等による事業費、「民間」は民間企業等の助成金、クラウドファン

ディング等を指します。

要するもの、観光や地域振興等、他の部署の事業との関連で取組の相乗効果が期待できるも

の、保存・活用を今後推進していくための土台作りに資するもの等については、今期計画期

間における「重点的な取組」と位置付けます。

ⅠⅠ 文文化化財財把把握握とと掘掘りり起起ここししにに関関すするる取取組組

本市に所在する文化財を掘り起こし、その価値や魅力を正確に把握し記録化するため、文化財

の掘り起こしや指定等文化財の現況調査を進めます。また、重点的な取組として「文化財指定候

補リスト及び調査計画の作成」に取り組み、文化財の計画的な保存・継承のための準備を進めま

す。

また、保存措置が講じられていない地域文化財や、民俗文化財や記念物、町並み等の調査が進

んでいない分野の詳細調査を実施します。

【調査に関する取組】

重重点点的的なな取取組組

ⅠⅠ--000011 文文化化財財指指定定候候補補リリスストト及及びび調調査査計計画画のの作作成成
継続／新規 新規

事業概要 文化財データベースを基に文化財指定候補リストを作成し、種別、地区、文化財のおかれた状況等を考慮
した調査計画を立案します。

取組主体
行 政 ◎ 所有者 ○ 地 域 ○
民 間 市民団体 専門家 ●

計画期間
今期

次期
前期 後期

財源 市費
ＫＰＩ

ⅠⅠ--000022 文文化化的的景景観観のの重重要要景景観観構構成成要要素素のの特特定定
継続／新規 継続
事業概要 文化的景観保存調査により特定した景観構成要素を価値づけし、重要景観構成要素に特定します。

取組主体
行 政 ◎ 所有者 ○ 地 域 ○
民 間 市民団体 ● 専門家 ●

措置のうち、取組主体の「行政」は東近江市、滋賀県、近隣自治体も含めた広域行政等を指し

ます。「所有者等」は文化財所有者及び管理者を、「地域」は地域住民 まちづくり協議会、自治

会等 を指します。「市民団体等」はＮＰＯ法人や観光ボランティア団体、保存会等の歴史・環

境・まちづくり等に関わる各種団体を指します。「民間」は市内外の民間事業者等を指します。

「専門家」は大学等研究機関に属する研究者を指します。

また、財源の「市費」は市の単費予算、「国・県補助」は国の各種補助金 文化財補助金やデジ

タル田園都市国家構想交付金等、文化庁及び各省庁所管の補助金及び交付金等 及び県の各種補

助金、「団体費等」は市民団体等による事業費、「民間」は民間企業等の助成金、クラウドファン

ディング等を指します。

計画期間
今期

次期
前期 後期

財源 市費、国・県補助
ＫＰＩ 重要景観構成要素物件数

通通常常のの取取組組

No
継
続
／
新
規

取組の名称と概要

取組主体 計画期間 財源
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等
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団
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門
家

今期
次
期

市
費

国
県
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団
体
費
等

民
間前

期
後
期

Ⅰ-003 新
規

文文化化財財のの掘掘りり起起ここしし
地域住民や市民団等と協働し、方
言や伝承、戦争体験等、地域文化
財を掘り起こし、文化財データベ
ースの充実を図ります。

◎ ● ● ○ ○ 登録件
数

Ⅰ-004 新
規

指指定定等等文文化化財財のの現現況況調調査査
指定等文化財の計画的な保存管理
が行えるよう、所有者や地域住民
等の協力を得ながら指定等文化財
の現況を確認します。

◎ ○ ○ ○ ● ○ 情報収
集件数

Ⅰ-005 新
規

未未指指定定文文化化財財のの詳詳細細調調査査のの実実施施
文化財指定候補リストに基づき、
本市の歴史文化を表す地域文化財
の詳細調査を実施します。

◎ ○ ○ ● ○ △ 調査
件数

Ⅰ-006 継
続

市市内内遺遺跡跡発発掘掘調調査査のの実実施施
市内523箇所に上る埋蔵文化財包蔵
地において、開発等に伴う発掘調
査を実施し、埋蔵文化財保護と本
市の歴史文化の解明に努めます。

◎ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○

Ⅰ-007 新
規

民民俗俗調調査査のの実実施施
急速に失われつつある地域の祭礼
や年中行事、伝統行事等の民俗文
化を調査・記録し、その保存と価
値の解明に努めます。

◎ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○

Ⅰ-008 新
規

歴歴史史的的ままちちななみみ把把握握調調査査
市内の歴史的まちなみを調査し、
伝統的建造物群保存地区の候補と
なるまちなみが良好に残る地域を
明らかにします。

◎ ○ ○ ○ ● ○

Ⅰ-009 新
規

記記念念物物調調査査のの実実施施
動物や植物、地質鉱物等、自然史
関係の調査を実施し、その保存と
価値の解明に努めます。

◎ ○ ○ ○ ● ○ ○

取組主体：◎ 主体 、● 協働 、〇 協力  
計画期間：前期 令和６年度～７年度 、後期 令和８年度～ 年度 とし、令和 年度以降は次期とします。

は基点以降完了までの期間。 は両矢印の期間内に終わるものを指します。

財 源：〇 主な予算 、△ 補助予算

ⅡⅡ 地地域域住住民民にによよるる文文化化財財のの保保存存・・継継承承にに関関すするる取取組組

要するもの、観光や地域振興等、他の部署の事業との関連で取組の相乗効果が期待できるも

の、保存・活用を今後推進していくための土台作りに資するもの等については、今期計画期

間における「重点的な取組」と位置付けます。

ⅠⅠ 文文化化財財把把握握とと掘掘りり起起ここししにに関関すするる取取組組

本市に所在する文化財を掘り起こし、その価値や魅力を正確に把握し記録化するため、文化財

の掘り起こしや指定等文化財の現況調査を進めます。また、重点的な取組として「文化財指定候

補リスト及び調査計画の作成」に取り組み、文化財の計画的な保存・継承のための準備を進めま

す。

また、保存措置が講じられていない地域文化財や、民俗文化財や記念物、町並み等の調査が進

んでいない分野の詳細調査を実施します。

【調査に関する取組】

重重点点的的なな取取組組

ⅠⅠ--000011 文文化化財財指指定定候候補補リリスストト及及びび調調査査計計画画のの作作成成
継続／新規 新規

事業概要 文化財データベースを基に文化財指定候補リストを作成し、種別、地区、文化財のおかれた状況等を考慮
した調査計画を立案します。

取組主体
行 政 ◎ 所有者 ○ 地 域 ○
民 間 市民団体 専門家 ●

計画期間
今期

次期
前期 後期

財源 市費
ＫＰＩ

ⅠⅠ--000022 文文化化的的景景観観のの重重要要景景観観構構成成要要素素のの特特定定
継続／新規 継続
事業概要 文化的景観保存調査により特定した景観構成要素を価値づけし、重要景観構成要素に特定します。

取組主体
行 政 ◎ 所有者 ○ 地 域 ○
民 間 市民団体 ● 専門家 ●

措置のうち、取組主体の「行政」は東近江市、滋賀県、近隣自治体も含めた広域行政等を指し

ます。「所有者等」は文化財所有者及び管理者を、「地域」は地域住民 まちづくり協議会、自治

会等 を指します。「市民団体等」はＮＰＯ法人や観光ボランティア団体、保存会等の歴史・環

境・まちづくり等に関わる各種団体を指します。「民間」は市内外の民間事業者等を指します。

「専門家」は大学等研究機関に属する研究者を指します。

また、財源の「市費」は市の単費予算、「国・県補助」は国の各種補助金 文化財補助金やデジ

タル田園都市国家構想交付金等、文化庁及び各省庁所管の補助金及び交付金等 及び県の各種補

助金、「団体費等」は市民団体等による事業費、「民間」は民間企業等の助成金、クラウドファン

ディング等を指します。
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計画期間
今期

次期
前期 後期

財源 市費、国・県補助
ＫＰＩ 重要景観構成要素物件数

通通常常のの取取組組

No
継
続
／
新
規

取組の名称と概要

取組主体 計画期間 財源

ＫＰＩ行
政

所
有
者
等

地
域

民
間

市
民
団
体

専
門
家

今期
次
期

市
費

国
県
補
助

団
体
費
等

民
間前

期
後
期

Ⅰ-003 新
規

文文化化財財のの掘掘りり起起ここしし
地域住民や市民団等と協働し、方
言や伝承、戦争体験等、地域文化
財を掘り起こし、文化財データベ
ースの充実を図ります。

◎ ● ● ○ ○ 登録件
数

Ⅰ-004 新
規

指指定定等等文文化化財財のの現現況況調調査査
指定等文化財の計画的な保存管理
が行えるよう、所有者や地域住民
等の協力を得ながら指定等文化財
の現況を確認します。

◎ ○ ○ ○ ● ○ 情報収
集件数

Ⅰ-005 新
規

未未指指定定文文化化財財のの詳詳細細調調査査のの実実施施
文化財指定候補リストに基づき、
本市の歴史文化を表す地域文化財
の詳細調査を実施します。

◎ ○ ○ ● ○ △ 調査
件数

Ⅰ-006 継
続

市市内内遺遺跡跡発発掘掘調調査査のの実実施施
市内523箇所に上る埋蔵文化財包蔵
地において、開発等に伴う発掘調
査を実施し、埋蔵文化財保護と本
市の歴史文化の解明に努めます。

◎ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○

Ⅰ-007 新
規

民民俗俗調調査査のの実実施施
急速に失われつつある地域の祭礼
や年中行事、伝統行事等の民俗文
化を調査・記録し、その保存と価
値の解明に努めます。

◎ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○

Ⅰ-008 新
規

歴歴史史的的ままちちななみみ把把握握調調査査
市内の歴史的まちなみを調査し、
伝統的建造物群保存地区の候補と
なるまちなみが良好に残る地域を
明らかにします。

◎ ○ ○ ○ ● ○

Ⅰ-009 新
規

記記念念物物調調査査のの実実施施
動物や植物、地質鉱物等、自然史
関係の調査を実施し、その保存と
価値の解明に努めます。

◎ ○ ○ ○ ● ○ ○

取組主体：◎ 主体 、● 協働 、〇 協力  
計画期間：前期 令和６年度～７年度 、後期 令和８年度～ 年度 とし、令和 年度以降は次期とします。

は基点以降完了までの期間。 は両矢印の期間内に終わるものを指します。

財 源：〇 主な予算 、△ 補助予算

ⅡⅡ 地地域域住住民民にによよるる文文化化財財のの保保存存・・継継承承にに関関すするる取取組組

計画期間
今期

次期
前期 後期

財源 市費、国・県補助
ＫＰＩ 重要景観構成要素物件数

通通常常のの取取組組

No
継
続
／
新
規

取組の名称と概要

取組主体 計画期間 財源

ＫＰＩ行
政

所
有
者
等

地
域

民
間

市
民
団
体

専
門
家

今期
次
期

市
費

国
県
補
助

団
体
費
等

民
間前

期
後
期

Ⅰ-003 新
規

文文化化財財のの掘掘りり起起ここしし
地域住民や市民団等と協働し、方
言や伝承、戦争体験等、地域文化
財を掘り起こし、文化財データベ
ースの充実を図ります。

◎ ● ● ○ ○ 登録件
数

Ⅰ-004 新
規

指指定定等等文文化化財財のの現現況況調調査査
指定等文化財の計画的な保存管理
が行えるよう、所有者や地域住民
等の協力を得ながら指定等文化財
の現況を確認します。

◎ ○ ○ ○ ● ○ 情報収
集件数

Ⅰ-005 新
規

未未指指定定文文化化財財のの詳詳細細調調査査のの実実施施
文化財指定候補リストに基づき、
本市の歴史文化を表す地域文化財
の詳細調査を実施します。

◎ ○ ○ ● ○ △ 調査
件数

Ⅰ-006 継
続

市市内内遺遺跡跡発発掘掘調調査査のの実実施施
市内523箇所に上る埋蔵文化財包蔵
地において、開発等に伴う発掘調
査を実施し、埋蔵文化財保護と本
市の歴史文化の解明に努めます。

◎ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○

Ⅰ-007 新
規

民民俗俗調調査査のの実実施施
急速に失われつつある地域の祭礼
や年中行事、伝統行事等の民俗文
化を調査・記録し、その保存と価
値の解明に努めます。

◎ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○

Ⅰ-008 新
規

歴歴史史的的ままちちななみみ把把握握調調査査
市内の歴史的まちなみを調査し、
伝統的建造物群保存地区の候補と
なるまちなみが良好に残る地域を
明らかにします。

◎ ○ ○ ○ ● ○

Ⅰ-009 新
規

記記念念物物調調査査のの実実施施
動物や植物、地質鉱物等、自然史
関係の調査を実施し、その保存と
価値の解明に努めます。

◎ ○ ○ ○ ● ○ ○

取組主体：◎ 主体 、● 協働 、〇 協力  
計画期間：前期 令和６年度～７年度 、後期 令和８年度～ 年度 とし、令和 年度以降は次期とします。

は基点以降完了までの期間。 は両矢印の期間内に終わるものを指します。

財 源：〇 主な予算 、△ 補助予算

ⅡⅡ 地地域域住住民民にによよるる文文化化財財のの保保存存・・継継承承にに関関すするる取取組組
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文化財の保存・継承については、「保存管理」、「ひとづくり」、「組織・体制」の３つの方針か

ら取組を講じていきます。

保存管理では、文化財を継続して指定していくとともに、修理補助や管理支援等、文化財とそ

の周辺環境の整備に取り組みます。また、ひとづくりでは、文化財保存団体への継承支援や文化

財保護指導員の育成を図り、文化財の保存・継承に努めます。組織・体制では、文化財所有者の

経済的・心理的負担を軽減させ、確実に文化財の保存・継承が行えるよう、文化財保存支援団体

の認定や新たな財源確保に取り組みます。

【保存管理に関する取組】

重重点点的的なな取取組組

ⅡⅡ--000011 文文化化財財保保存存活活用用計計画画のの策策定定
継続／新規 継続

事業概要
既存の文化財保存活用計画 保存管理計画）を改定するとともに、個別の指定等文化財 史跡百済
寺境内、重要伝統的建造物群五個荘金堂伝統的建造物群保存地区等）についても保存活用計画
を策定し、文化財の適切な保存と活用を図ります。

取組主体
行 政 ◎ 所有者 ○ 地 域 ○
民 間 ○ 市民団体 ○ 専門家 ●

計画期間
今期

次期
前期 後期

財源 市費、国・県補助
ＫＰＩ 文化財保存活用計画策定数

ⅡⅡ--000022 重重要要文文化化財財百百済済寺寺本本堂堂のの修修理理補補助助
継続／新規 新規

事業概要 老朽化が進む重要文化財百済寺本堂修理事業に対し、所有者に修理補助を行うことで文化財の適切な保存
を図ります。

取組主体
行 政 ◎ 所有者 ● 地 域
民 間 市民団体 専門家 ●

計画期間
今期

次期
前期 後期

財源 市費、国・県補助、民間
ＫＰＩ

ⅡⅡ--000033 整整備備活活用用計計画画にに基基づづくく重重要要文文化化的的景景観観のの計計画画的的なな整整備備
継続／新規 新規
事業概要 文化的景観整備活用計画に基づく景観地区内の整備を実施します。

取組主体
行 政 ◎ 所有者 ● 地 域 ●
民 間 市民団体 ○ 専門家 ●

計画期間
今期

次期
前期 後期

財源 市費、国・県補助
ＫＰＩ

計画期間
今期

次期
前期 後期

財源 市費、国・県補助
ＫＰＩ 重要景観構成要素物件数

通通常常のの取取組組

No
継
続
／
新
規

取組の名称と概要

取組主体 計画期間 財源

ＫＰＩ行
政

所
有
者
等

地
域

民
間

市
民
団
体

専
門
家

今期
次
期

市
費

国
県
補
助

団
体
費
等

民
間前

期
後
期

Ⅰ-003 新
規

文文化化財財のの掘掘りり起起ここしし
地域住民や市民団等と協働し、方
言や伝承、戦争体験等、地域文化
財を掘り起こし、文化財データベ
ースの充実を図ります。

◎ ● ● ○ ○ 登録件
数

Ⅰ-004 新
規

指指定定等等文文化化財財のの現現況況調調査査
指定等文化財の計画的な保存管理
が行えるよう、所有者や地域住民
等の協力を得ながら指定等文化財
の現況を確認します。

◎ ○ ○ ○ ● ○ 情報収
集件数

Ⅰ-005 新
規

未未指指定定文文化化財財のの詳詳細細調調査査のの実実施施
文化財指定候補リストに基づき、
本市の歴史文化を表す地域文化財
の詳細調査を実施します。

◎ ○ ○ ● ○ △ 調査
件数

Ⅰ-006 継
続

市市内内遺遺跡跡発発掘掘調調査査のの実実施施
市内523箇所に上る埋蔵文化財包蔵
地において、開発等に伴う発掘調
査を実施し、埋蔵文化財保護と本
市の歴史文化の解明に努めます。

◎ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○

Ⅰ-007 新
規

民民俗俗調調査査のの実実施施
急速に失われつつある地域の祭礼
や年中行事、伝統行事等の民俗文
化を調査・記録し、その保存と価
値の解明に努めます。

◎ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○

Ⅰ-008 新
規

歴歴史史的的ままちちななみみ把把握握調調査査
市内の歴史的まちなみを調査し、
伝統的建造物群保存地区の候補と
なるまちなみが良好に残る地域を
明らかにします。

◎ ○ ○ ○ ● ○

Ⅰ-009 新
規

記記念念物物調調査査のの実実施施
動物や植物、地質鉱物等、自然史
関係の調査を実施し、その保存と
価値の解明に努めます。

◎ ○ ○ ○ ● ○ ○

取組主体：◎ 主体 、● 協働 、〇 協力  
計画期間：前期 令和６年度～７年度 、後期 令和８年度～ 年度 とし、令和 年度以降は次期とします。

は基点以降完了までの期間。 は両矢印の期間内に終わるものを指します。

財 源：〇 主な予算 、△ 補助予算

ⅡⅡ 地地域域住住民民にによよるる文文化化財財のの保保存存・・継継承承にに関関すするる取取組組文化財の保存・継承については、「保存管理」、「ひとづくり」、「組織・体制」の３つの方針か

ら取組を講じていきます。

保存管理では、文化財を継続して指定していくとともに、修理補助や管理支援等、文化財とそ

の周辺環境の整備に取り組みます。また、ひとづくりでは、文化財保存団体への継承支援や文化

財保護指導員の育成を図り、文化財の保存・継承に努めます。組織・体制では、文化財所有者の

経済的・心理的負担を軽減させ、確実に文化財の保存・継承が行えるよう、文化財保存支援団体

の認定や新たな財源確保に取り組みます。

【保存管理に関する取組】

重重点点的的なな取取組組

ⅡⅡ--000011 文文化化財財保保存存活活用用計計画画のの策策定定
継続／新規 継続

事業概要
既存の文化財保存活用計画 保存管理計画）を改定するとともに、個別の指定等文化財 史跡百済
寺境内、重要伝統的建造物群五個荘金堂伝統的建造物群保存地区等）についても保存活用計画
を策定し、文化財の適切な保存と活用を図ります。

取組主体
行 政 ◎ 所有者 ○ 地 域 ○
民 間 ○ 市民団体 ○ 専門家 ●

計画期間
今期

次期
前期 後期

財源 市費、国・県補助
ＫＰＩ 文化財保存活用計画策定数

ⅡⅡ--000022 重重要要文文化化財財百百済済寺寺本本堂堂のの修修理理補補助助
継続／新規 新規

事業概要 老朽化が進む重要文化財百済寺本堂修理事業に対し、所有者に修理補助を行うことで文化財の適切な保存
を図ります。

取組主体
行 政 ◎ 所有者 ● 地 域
民 間 市民団体 専門家 ●

計画期間
今期

次期
前期 後期

財源 市費、国・県補助、民間
ＫＰＩ

ⅡⅡ--000033 整整備備活活用用計計画画にに基基づづくく重重要要文文化化的的景景観観のの計計画画的的なな整整備備
継続／新規 新規
事業概要 文化的景観整備活用計画に基づく景観地区内の整備を実施します。

取組主体
行 政 ◎ 所有者 ● 地 域 ●
民 間 市民団体 ○ 専門家 ●

計画期間
今期

次期
前期 後期

財源 市費、国・県補助
ＫＰＩ

計画期間
今期

次期
前期 後期

財源 市費、国・県補助
ＫＰＩ 重要景観構成要素物件数

通通常常のの取取組組

No
継
続
／
新
規

取組の名称と概要

取組主体 計画期間 財源

ＫＰＩ行
政

所
有
者
等

地
域

民
間

市
民
団
体

専
門
家

今期
次
期

市
費

国
県
補
助

団
体
費
等

民
間前

期
後
期

Ⅰ-003 新
規

文文化化財財のの掘掘りり起起ここしし
地域住民や市民団等と協働し、方
言や伝承、戦争体験等、地域文化
財を掘り起こし、文化財データベ
ースの充実を図ります。

◎ ● ● ○ ○ 登録件
数

Ⅰ-004 新
規

指指定定等等文文化化財財のの現現況況調調査査
指定等文化財の計画的な保存管理
が行えるよう、所有者や地域住民
等の協力を得ながら指定等文化財
の現況を確認します。

◎ ○ ○ ○ ● ○ 情報収
集件数

Ⅰ-005 新
規

未未指指定定文文化化財財のの詳詳細細調調査査のの実実施施
文化財指定候補リストに基づき、
本市の歴史文化を表す地域文化財
の詳細調査を実施します。

◎ ○ ○ ● ○ △ 調査
件数

Ⅰ-006 継
続

市市内内遺遺跡跡発発掘掘調調査査のの実実施施
市内523箇所に上る埋蔵文化財包蔵
地において、開発等に伴う発掘調
査を実施し、埋蔵文化財保護と本
市の歴史文化の解明に努めます。

◎ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○

Ⅰ-007 新
規

民民俗俗調調査査のの実実施施
急速に失われつつある地域の祭礼
や年中行事、伝統行事等の民俗文
化を調査・記録し、その保存と価
値の解明に努めます。

◎ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○

Ⅰ-008 新
規

歴歴史史的的ままちちななみみ把把握握調調査査
市内の歴史的まちなみを調査し、
伝統的建造物群保存地区の候補と
なるまちなみが良好に残る地域を
明らかにします。

◎ ○ ○ ○ ● ○

Ⅰ-009 新
規

記記念念物物調調査査のの実実施施
動物や植物、地質鉱物等、自然史
関係の調査を実施し、その保存と
価値の解明に努めます。

◎ ○ ○ ○ ● ○ ○

取組主体：◎ 主体 、● 協働 、〇 協力  
計画期間：前期 令和６年度～７年度 、後期 令和８年度～ 年度 とし、令和 年度以降は次期とします。

は基点以降完了までの期間。 は両矢印の期間内に終わるものを指します。

財 源：〇 主な予算 、△ 補助予算

ⅡⅡ 地地域域住住民民にによよるる文文化化財財のの保保存存・・継継承承にに関関すするる取取組組
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通通常常のの取取組組

No
継
続
／
新
規

取組の名称と概要

取組主体 計画期間 財源

ＫＰＩ行
政

所
有
者
等

地
域

民
間

市
民
団
体

専
門
家

今期
次
期

市
費

国
県
補
助

団
体
費
等

民
間前

期
後
期

Ⅱ-004 継
続

新新たたなな文文化化財財のの指指定定・・登登録録
東近江市文化財としての指定、国登
録文化財への提案を行い、その保存
と活用を図ります。

◎ ● ○ 指定・登録
件数

Ⅱ-005 継
続

指指定定等等文文化化財財のの保保存存修修理理支支援援
所有者等が行う保存修理に対し、必
要な支援を行い、適切な保存管理に
努めます。

◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ⅱ-006 継
続

指指定定等等文文化化財財のの管管理理支支援援
指定等文化財の保存管理経費に補助
を行い、所有者の継続的な保存管理
を支援します。

◎ ● ● ○ ○ ○ ○ ○

Ⅱ-007 継
続

地地域域文文化化継継承承支支援援事事業業のの推推進進
地域で伝えられてきた伝統文化や伝
統芸能の継承、あるいは地域史編さ
んに必要な技術的・財政的支援を行
います。

◎ ○ ○ ● ○

Ⅱ-008 継
続

天天然然記記念念物物ハハナナノノキキのの樹樹勢勢回回復復保保全全
事事業業
天然記念物南花沢、北花沢のハナノ
キの樹勢を回復し保存を図ります。

◎ ○ ● ○ △

Ⅱ-009 新
規

埋埋蔵蔵文文化化財財セセンンタターーのの機機能能強強化化
発掘調査遺跡出土品を収蔵する埋蔵
文化財センターを改修し、文化財の
保存機能及び活動拠点としての強化
を図ります。

◎ ○ ○ ● ○ △

Ⅱ-010 新
規

文文化化財財説説明明看看板板のの設設置置・・改改修修
来訪者が文化財の価値と魅力を感じ
られるよう、文化財説明看板の設置
・改修を推進します。

◎ ○ ○ ○ ○ △ △ △ 整備件数

Ⅱ-011 新
規

史史跡跡雪雪野野山山古古墳墳山山頂頂説説明明施施設設整整備備
雪野山山頂にある史跡雪野山古墳墳
丘上に、竪穴式石室の埋葬状況を示
す表示設備を設置します。

◎ ● ○ △

Ⅱ-012 新
規

重重文文景景活活動動拠拠点点整整備備
重要文化的景観「伊庭内湖の農村景
観」の重要構成要素建造物を、活動
拠点・ガイダンス拠点として活用で
きるよう整備します。

● ◎ ◎ ● ● ○ ○ △ ○
文化的景観
保存整備件
数

通通常常のの取取組組

No
継
続
／
新
規

取組の名称と概要

取組主体 計画期間 財源

ＫＰＩ行
政

所
有
者
等

地
域

民
間

市
民
団
体

専
門
家

今期
次
期

市
費

国
県
補
助

団
体
費
等

民
間前

期
後
期

Ⅱ-004 継
続

新新たたなな文文化化財財のの指指定定・・登登録録
東近江市文化財としての指定、国登
録文化財への提案を行い、その保存
と活用を図ります。

◎ ● ○ 指定・登録
件数

Ⅱ-005 継
続

指指定定等等文文化化財財のの保保存存修修理理支支援援
所有者等が行う保存修理に対し、必
要な支援を行い、適切な保存管理に
努めます。

◎ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Ⅱ-006 継
続

指指定定等等文文化化財財のの管管理理支支援援
指定等文化財の保存管理経費に補助
を行い、所有者の継続的な保存管理
を支援します。

◎ ● ● ○ ○ ○ ○ ○

Ⅱ-007 継
続

地地域域文文化化継継承承支支援援事事業業のの推推進進
地域で伝えられてきた伝統文化や伝
統芸能の継承、あるいは地域史編さ
んに必要な技術的・財政的支援を行
います。

◎ ○ ○ ● ○

Ⅱ-008 継
続

天天然然記記念念物物ハハナナノノキキのの樹樹勢勢回回復復保保全全
事事業業
天然記念物南花沢、北花沢のハナノ
キの樹勢を回復し保存を図ります。

◎ ○ ● ○ △

Ⅱ-009 新
規

埋埋蔵蔵文文化化財財セセンンタターーのの機機能能強強化化
発掘調査遺跡出土品を収蔵する埋蔵
文化財センターを改修し、文化財の
保存機能及び活動拠点としての強化
を図ります。

◎ ○ ○ ● ○ △

Ⅱ-010 新
規

文文化化財財説説明明看看板板のの設設置置・・改改修修
来訪者が文化財の価値と魅力を感じ
られるよう、文化財説明看板の設置
・改修を推進します。

◎ ○ ○ ○ ○ △ △ △ 整備件数

Ⅱ-011 新
規

史史跡跡雪雪野野山山古古墳墳山山頂頂説説明明施施設設整整備備
雪野山山頂にある史跡雪野山古墳墳
丘上に、竪穴式石室の埋葬状況を示
す表示設備を設置します。

◎ ● ○ △

Ⅱ-012 新
規

重重文文景景活活動動拠拠点点整整備備
重要文化的景観「伊庭内湖の農村景
観」の重要構成要素建造物を、活動
拠点・ガイダンス拠点として活用で
きるよう整備します。

● ◎ ◎ ● ● ○ ○ △ ○
文化的景観
保存整備件
数

Ⅱ-013 新
規

ふふるるささとと文文化化財財のの森森活活用用推推進進事事業業
所有者が文化財修理の用材林として
のふるさと文化財の森を適正に管理
できるよう、活動を支援します。

○ ◎ ○ ○ ○ ○ △ △

取組主体：◎ 主体 、● 協働 、〇 協力  
計画期間：前期 令和６年度～７年度 、後期 令和８年度～ 年度 とし、令和 年度以降は次期とします。

は基点以降完了までの期間。 は両矢印の期間内に終わるものを指します。

財 源：〇 主な予算 、△ 補助予算

【ひとづくりに関する取組】

重重点点的的なな取取組組

ⅡⅡ--001144 選選定定地地区区保保存存活活用用団団体体のの育育成成及及びび活活動動支支援援
継続／新規 新規

事業概要 重要文化的景観伊庭内湖の農村景観、重要伝統的建造物群五個荘金堂伝統的建造物群保存地区内で活動す
る保存活用団体の育成及び活動支援を行います。

取組主体
行 政 ◎ 所有者 ○ 地 域 ○
民 間 市民団体 ○ 専門家

計画期間
今期

次期
前期 後期

財源 市費、団体費等、民間
ＫＰＩ

Ⅱ--001155 無無形形のの民民俗俗文文化化財財保保存存団団体体のの活活動動支支援援
継続／新規 継続

事業概要 継承が困難になりつつある無形の民俗文化財(近江のケンケト祭り長刀振り、市辺の裸祭り等）保存団体
の活動支援、人材育成支援を行います。

取組主体
行 政 ◎ 所有者 ○ 地 域 ○
民 間 市民団体 ● 専門家 ○

計画期間
今期

次期
前期 後期

財源 市費、国・県補助、団体費等、民間
ＫＰＩ

通通常常のの取取組組

No

継
続
／
新
規

取組の名称と概要

取組主体 計画期間 財源

ＫＰＩ行
政

所
有
者
等

地
域

民
間

市
民
団
体

専
門
家

今期
次
期

市
費

国
県
補
助

団
体
費
等

民
間前

期
後
期

Ⅱ-016 継
続

保保存存継継承承支支援援
文化財所有者や文化財保存団体が
行う後継者育成等の保存継承事業
に対し活動支援を行います。

◎ ○ ○ ● ○ ○

新たな文化財の指定・登録
東近江市文化財としての指定、国登
録文化財への提案を行い、その保存
と活用を図ります。

指定等文化財の保存修理支援
所有者等が行う保存修理に対し、必
要な支援を行い、適切な保存管理に
努めます。

指定等文化財の管理支援
指定等文化財の保存管理経費に補助
を行い、所有者の継続的な保存管理
を支援します。

地域文化継承支援事業の推進
地域で伝えられてきた伝統文化や伝
統芸能の継承、あるいは地域史編さ
んに必要な技術的・財政的支援を行
います。

天然記念物ハナノキの樹勢回復保
全事業
天然記念物南花沢、北花沢のハナノ
キの樹勢を回復し保存を図ります。

埋蔵文化財センターの機能強化
発掘調査遺跡出土品を収蔵する埋蔵
文化財センターを改修し、文化財の
保存機能及び活動拠点としての強化
を図ります。

文化財説明看板の設置・改修
来訪者が文化財の価値と魅力を感じ
られるよう、文化財説明看板の設置・
改修を推進します。

史跡雪野山古墳山頂説明施設整備
雪野山山頂にある史跡雪野山古墳墳
丘上に、竪穴式石室の埋葬状況を示
す表示設備を設置します。

重文景活動拠点整備
重要文化的景観「伊庭内湖の農村景
観」の重要構成要素建造物を、活動
拠点・ガイダンス拠点として活用で
きるよう整備します。

ふるさと文化財の森活用推進事業
所有者が文化財修理の用材林として
のふるさと文化財の森を適正に管理
できるよう、活動を支援します。
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Ⅱ-013 新
規

ふふるるささとと文文化化財財のの森森活活用用推推進進事事業業
所有者が文化財修理の用材林として
のふるさと文化財の森を適正に管理
できるよう、活動を支援します。

○ ◎ ○ ○ ○ ○ △ △

取組主体：◎ 主体 、● 協働 、〇 協力  
計画期間：前期 令和６年度～７年度 、後期 令和８年度～ 年度 とし、令和 年度以降は次期とします。

は基点以降完了までの期間。 は両矢印の期間内に終わるものを指します。

財 源：〇 主な予算 、△ 補助予算

【ひとづくりに関する取組】

重重点点的的なな取取組組

ⅡⅡ--001144 選選定定地地区区保保存存活活用用団団体体のの育育成成及及びび活活動動支支援援
継続／新規 新規

事業概要 重要文化的景観伊庭内湖の農村景観、重要伝統的建造物群五個荘金堂伝統的建造物群保存地区内で活動す
る保存活用団体の育成及び活動支援を行います。

取組主体
行 政 ◎ 所有者 ○ 地 域 ○
民 間 市民団体 ○ 専門家

計画期間
今期

次期
前期 後期

財源 市費、団体費等、民間
ＫＰＩ

Ⅱ--001155 無無形形のの民民俗俗文文化化財財保保存存団団体体のの活活動動支支援援
継続／新規 継続

事業概要 継承が困難になりつつある無形の民俗文化財(近江のケンケト祭り長刀振り、市辺の裸祭り等）保存団体
の活動支援、人材育成支援を行います。

取組主体
行 政 ◎ 所有者 ○ 地 域 ○
民 間 市民団体 ● 専門家 ○

計画期間
今期

次期
前期 後期

財源 市費、国・県補助、団体費等、民間
ＫＰＩ

通通常常のの取取組組

No

継
続
／
新
規

取組の名称と概要

取組主体 計画期間 財源

ＫＰＩ行
政

所
有
者
等

地
域

民
間

市
民
団
体

専
門
家

今期
次
期

市
費

国
県
補
助

団
体
費
等

民
間前

期
後
期

Ⅱ-016 継
続

保保存存継継承承支支援援
文化財所有者や文化財保存団体が
行う後継者育成等の保存継承事業
に対し活動支援を行います。

◎ ○ ○ ● ○ ○

Ⅱ-013 新
規

ふふるるささとと文文化化財財のの森森活活用用推推進進事事業業
所有者が文化財修理の用材林として
のふるさと文化財の森を適正に管理
できるよう、活動を支援します。

○ ◎ ○ ○ ○ ○ △ △

取組主体：◎ 主体 、● 協働 、〇 協力  
計画期間：前期 令和６年度～７年度 、後期 令和８年度～ 年度 とし、令和 年度以降は次期とします。

は基点以降完了までの期間。 は両矢印の期間内に終わるものを指します。

財 源：〇 主な予算 、△ 補助予算

【ひとづくりに関する取組】

重重点点的的なな取取組組

ⅡⅡ--001144 選選定定地地区区保保存存活活用用団団体体のの育育成成及及びび活活動動支支援援
継続／新規 新規

事業概要 重要文化的景観伊庭内湖の農村景観、重要伝統的建造物群五個荘金堂伝統的建造物群保存地区内で活動す
る保存活用団体の育成及び活動支援を行います。

取組主体
行 政 ◎ 所有者 ○ 地 域 ○
民 間 市民団体 ○ 専門家

計画期間
今期

次期
前期 後期

財源 市費、団体費等、民間
ＫＰＩ

Ⅱ--001155 無無形形のの民民俗俗文文化化財財保保存存団団体体のの活活動動支支援援
継続／新規 継続

事業概要 継承が困難になりつつある無形の民俗文化財(近江のケンケト祭り長刀振り、市辺の裸祭り等）保存団体
の活動支援、人材育成支援を行います。

取組主体
行 政 ◎ 所有者 ○ 地 域 ○
民 間 市民団体 ● 専門家 ○

計画期間
今期

次期
前期 後期

財源 市費、国・県補助、団体費等、民間
ＫＰＩ

通通常常のの取取組組

No

継
続
／
新
規

取組の名称と概要

取組主体 計画期間 財源

ＫＰＩ行
政

所
有
者
等

地
域

民
間

市
民
団
体

専
門
家

今期
次
期

市
費

国
県
補
助

団
体
費
等

民
間前

期
後
期

Ⅱ-016 継
続

保保存存継継承承支支援援
文化財所有者や文化財保存団体が
行う後継者育成等の保存継承事業
に対し活動支援を行います。

◎ ○ ○ ● ○ ○

取組主体：◎ 主体 、● 協働 、〇 協力  
計画期間：前期 令和６年度～７年度 、後期 令和８年度～ 年度 とし、令和 年度以降は次期とします。

は基点以降完了までの期間。 は両矢印の期間内に終わるものを指します。

財 源：〇 主な予算 、△ 補助予算

【組織・体制に関する取組】

重重点点的的なな取取組組

ⅡⅡ--001199 東東近近江江市市文文化化財財保保存存活活用用地地域域計計画画推推進進協協議議会会のの設設置置・・運運営営
継続／新規 新規

事業概要 東近江市文化財保存活用地域計画に係る協議や調整、進捗管理を行う機関として、行政及び地域、文化財
所有者、専門家で組織する東近江市文化財保存活用地域計画推進協議会を設置・運営する

取組主体
行 政 ◎ 所有者 ● 地 域 ●
民 間 ● 市民団体 ● 専門家 ●

計画期間
今期

次期
前期 後期

財源 市費
ＫＰＩ

通通常常のの取取組組

No

継
続
／
新
規

取組の名称と概要

取組主体 計画期間 財源

ＫＰＩ行
政

所
有
者
等

地
域

民
間

市
民
団
体

専
門
家

今期
次
期

市
費

国
県
補
助

団
体
費
等

民
間前

期
後
期

Ⅱ-020 継
続

文文化化財財保保護護審審議議会会のの開開催催
本市の文化財行政全般に関わる専
門機関として、文化財の指定や保
存・活用について審議します。

◎ ● ○

Ⅱ-021 継
続

伝伝統統的的建建造造物物群群保保存存地地区区保保存存審審議議
会会のの開開催催
伝統的建造物群保存地区に関わる
専門機関として、現状変更や整
備、保存について審議します。

◎ ● ● ○

Ⅱ-017 新
規

文文化化財財保保存存技技術術保保持持者者のの継継承承支支援援
商工労政部局と協力し、文化財保
存技術保持者の活動支援を行うと
ともに、後継者育成等による技術
継承についても支援します。

◎ ◎ ○ ○ ○ ○ △ △

Ⅱ-018 新
規

文文化化財財保保護護指指導導員員のの養養成成
文化財パトロールや保存・活用に
対するアドバイスを行う文化財保
護指導員を養成します。

◎ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ 指導員登録
数

第
６
章



取組主体：◎ 主体 、● 協働 、〇 協力  
計画期間：前期 令和６年度～７年度 、後期 令和８年度～ 年度 とし、令和 年度以降は次期とします。

は基点以降完了までの期間。 は両矢印の期間内に終わるものを指します。

財 源：〇 主な予算 、△ 補助予算

【組織・体制に関する取組】

重重点点的的なな取取組組

ⅡⅡ--001199 東東近近江江市市文文化化財財保保存存活活用用地地域域計計画画推推進進協協議議会会のの設設置置・・運運営営
継続／新規 新規

事業概要 東近江市文化財保存活用地域計画に係る協議や調整、進捗管理を行う機関として、行政及び地域、文化財
所有者、専門家で組織する東近江市文化財保存活用地域計画推進協議会を設置・運営する

取組主体
行 政 ◎ 所有者 ● 地 域 ●
民 間 ● 市民団体 ● 専門家 ●

計画期間
今期

次期
前期 後期

財源 市費
ＫＰＩ

通通常常のの取取組組

No

継
続
／
新
規

取組の名称と概要

取組主体 計画期間 財源

ＫＰＩ行
政

所
有
者
等

地
域

民
間

市
民
団
体

専
門
家

今期
次
期

市
費

国
県
補
助

団
体
費
等

民
間前

期
後
期

Ⅱ-020 継
続

文文化化財財保保護護審審議議会会のの開開催催
本市の文化財行政全般に関わる専
門機関として、文化財の指定や保
存・活用について審議します。

◎ ● ○

Ⅱ-021 継
続

伝伝統統的的建建造造物物群群保保存存地地区区保保存存審審議議
会会のの開開催催
伝統的建造物群保存地区に関わる
専門機関として、現状変更や整
備、保存について審議します。

◎ ● ● ○

Ⅱ-017 新
規

文文化化財財保保存存技技術術保保持持者者のの継継承承支支援援
商工労政部局と協力し、文化財保
存技術保持者の活動支援を行うと
ともに、後継者育成等による技術
継承についても支援します。

◎ ◎ ○ ○ ○ ○ △ △

Ⅱ-018 新
規

文文化化財財保保護護指指導導員員のの養養成成
文化財パトロールや保存・活用に
対するアドバイスを行う文化財保
護指導員を養成します。

◎ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ 指導員登録
数

取組主体：◎ 主体 、● 協働 、〇 協力  
計画期間：前期 令和６年度～７年度 、後期 令和８年度～ 年度 とし、令和 年度以降は次期とします。

は基点以降完了までの期間。 は両矢印の期間内に終わるものを指します。

財 源：〇 主な予算 、△ 補助予算

【組織・体制に関する取組】

重重点点的的なな取取組組

ⅡⅡ--001199 東東近近江江市市文文化化財財保保存存活活用用地地域域計計画画推推進進協協議議会会のの設設置置・・運運営営
継続／新規 新規

事業概要 東近江市文化財保存活用地域計画に係る協議や調整、進捗管理を行う機関として、行政及び地域、文化財
所有者、専門家で組織する東近江市文化財保存活用地域計画推進協議会を設置・運営する

取組主体
行 政 ◎ 所有者 ● 地 域 ●
民 間 ● 市民団体 ● 専門家 ●

計画期間
今期

次期
前期 後期

財源 市費
ＫＰＩ

通通常常のの取取組組

No

継
続
／
新
規

取組の名称と概要

取組主体 計画期間 財源

ＫＰＩ行
政

所
有
者
等

地
域

民
間

市
民
団
体

専
門
家

今期
次
期

市
費

国
県
補
助

団
体
費
等

民
間前

期
後
期

Ⅱ-020 継
続

文文化化財財保保護護審審議議会会のの開開催催
本市の文化財行政全般に関わる専
門機関として、文化財の指定や保
存・活用について審議します。

◎ ● ○

Ⅱ-021 継
続

伝伝統統的的建建造造物物群群保保存存地地区区保保存存審審議議
会会のの開開催催
伝統的建造物群保存地区に関わる
専門機関として、現状変更や整
備、保存について審議します。

◎ ● ● ○

Ⅱ-017 新
規

文文化化財財保保存存技技術術保保持持者者のの継継承承支支援援
商工労政部局と協力し、文化財保
存技術保持者の活動支援を行うと
ともに、後継者育成等による技術
継承についても支援します。

◎ ◎ ○ ○ ○ ○ △ △

Ⅱ-018 新
規

文文化化財財保保護護指指導導員員のの養養成成
文化財パトロールや保存・活用に
対するアドバイスを行う文化財保
護指導員を養成します。

◎ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ 指導員登録
数

Ⅱ-022 継
続

文文化化的的景景観観保保存存活活用用委委員員会会のの開開
催催
重要文化的景観地区内において、
重要な構成要素等の修理や整備に
ついて審議し、保存・活用の取組
に対して指導・助言します。

◎ ● ● ○ ○

Ⅱ-023 新
規

財財源源確確保保ののたためめのの取取組組推推進進
文化財所有者の経済的負担を軽
減するため、各種補助金制度の
研究、ふるさと納税、クラウド
ファンディング等、新たな財源
確保について取り組みます。

◎ ○

Ⅱ-024 新
規

文文化化財財保保存存活活用用支支援援団団体体のの認認定定
多様な文化財の保存・活用の取
り組みを推進するため、文化財
保護法に定める文化財保存活用
支援団体の認定を図ります。

◎ ○ △ 認定数

Ⅱ-025 継
続

伝伝建建地地区区ままちちななみみ相相談談
伝 建 地 区 内 に お け る 建 物 の 修
理・修景に関する問い合わせを
受け付け、まちなみ保存の推進
に努めます。

◎ ○ ● ○ 相談件数

取組主体：◎ 主体 、● 協働 、〇 協力  
計画期間：前期 令和６年度～７年度 、後期 令和８年度～ 年度 とし、令和 年度以降は次期とします。

は基点以降完了までの期間。 は両矢印の期間内に終わるものを指します。

財 源：〇 主な予算 、△ 補助予算

ⅢⅢ 連連携携・・協協働働にによよるる活活用用のの推推進進にに関関すするる取取組組

連携・協働による活用の推進では、「活用」、「ひとづくり」、「組織・体制」の３つの方針から

取り組みます。

活用では、特産品開発や体験コンテンツ作成を行うなど観光振興を図るとともに、福祉や教育

支援、所有者や地域が行う文化活動支援に努めます。併せて、文化財誘導看板を設置するなど環

境整備を進めます。ひとづくりでは、観光ボランティアや文化財サポーターの育成を図り、彼ら

と協力しながら適切な文化財の活用を推進します。また、組織・体制では、庁内体制の構築や博

物館ネットワークの拡充、民間団体との連携を図ります。

【活用に関する取組】

重重点点的的なな取取組組

ⅢⅢ--000011 特特別別史史跡跡安安土土城城跡跡のの公公開開活活用用のの推推進進
継続／新規 新規

事業概要 市境に位置する特別史跡安土城跡を、管理団体である滋賀県と隣接する近江八幡市と連携して整備し、安
土城跡の公開・活用を推進します。

取組主体
行 政 ◎ 所有者 ● 地 域 ○
民 間 ○ 市民団体 ○ 専門家 ◎

計画期間
今期

次期
前期 後期

財源 国・県補助、市費
ＫＰＩ

ⅢⅢ--000022 地地域域文文化化財財活活用用事事業業支支援援
継続／新規 継続

事業概要 まちづくり協議会や各種文化団体、自治会等が開催する文化財関連事業に対し、資料の貸出しや講師派遣
等を行い、地域の文化財活用事業を支援します。

取組主体
行 政 ○ 所有者 ◎ 地 域 ◎
民 間 ○ 市民団体 ○ 専門家 ●

計画期間
今期

次期
前期 後期

財源 市費
ＫＰＩ 事業実施回数

通通常常のの取取組組

No

継
続
／
新
規

取組の名称と概要

取組主体 計画期間 財源

ＫＰＩ行
政

所
有
者
等

地
域

民
間

市
民
団
体

専
門
家

今期
次
期

市
費

国
県
補
助

団
体
費
等

民
間前

期
後
期

Ⅲ-003 新
規

文文化化財財をを活活用用ししたた観観光光資資源源開開発発
観光部局・関係団体と連携し、
文化財を活用したツアーや特産
品の開発を行い、観光振興を図
ります。

○ ○ ○ ◎ ○ ● ○ ○ 開発件
数

Ⅲ-004 継
続

歴歴史史文文化化体体験験ココンンテテンンツツのの作作成成
触れる・感じる・使う体験を通
し、文化財へ興味や関心をもっ
てもらえるよう、文化財を活用
した体験コンテンツの作成に取
り組みます。

◎ ● ● ○ ○ ○ ○ △ △ △ 取組回
数

Ⅲ-005 継
続

博博物物館館資資料料ののデデジジタタルルアアーーカカイイブブ
化化
博物館資料のデジタル化を進め、
一次資料の保存を図るとともに、
更なる活用を推進します。

◎ ● ○ ○ 資料のデジ
タル化件数

Ⅲ-006 新
規

安安土土築築城城445500年年祭祭にに向向けけたた観観光光ココ
ンンテテンンツツのの充充実実
令和８年度に迎える安土城築城
450周年に向け、滋賀県や関係市
町と協力して特別史跡安土城跡を
活用した観光促進に取り組みま
す。

◎ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○

Ⅲ-007 新
規

先先端端技技術術活活用用にによよるる文文化化財財のの理理解解
促促進進手手段段のの作作成成、、活活用用
超高精細画像や360度映像等を利
用したコンテンツの発信と来訪者
誘引コンテンツを作成します。

◎ ○ ○ ○ ● ○ △

財源 国・県補助、市費
ＫＰＩ

ⅢⅢ--000022 地地域域文文化化財財活活用用事事業業支支援援
継続／新規 継続

事業概要 まちづくり協議会や各種文化団体、自治会等が開催する文化財関連事業に対し、資料の貸出しや講師派遣
等を行い、地域の文化財活用事業を支援します。

取組主体
行 政 ○ 所有者 ◎ 地 域 ◎
民 間 ○ 市民団体 ○ 専門家 ●

計画期間
今期

次期
前期 後期

財源 市費
ＫＰＩ 事業実施回数

通通常常のの取取組組

No

継
続
／
新
規

取組の名称と概要

取組主体 計画期間 財源

ＫＰＩ行
政

所
有
者
等

地
域

民
間

市
民
団
体

専
門
家

今期
次
期

市
費

国
県
補
助

団
体
費
等

民
間前

期
後
期

Ⅲ-003 新
規

文文化化財財をを活活用用ししたた観観光光資資源源開開発発
観光部局・関係団体と連携し、
文化財を活用したツアーや特産
品の開発を行い、観光振興を図
ります。

○ ○ ○ ◎ ○ ● ○ ○ 開発件
数

Ⅲ-004 継
続

歴歴史史文文化化体体験験ココンンテテンンツツのの作作成成
触れる・感じる・使う体験を通
し、文化財へ興味や関心をもっ
てもらえるよう、文化財を活用
した体験コンテンツの作成に取
り組みます。

◎ ● ● ○ ○ ○ ○ △ △ △ 取組回
数

Ⅲ-005 継
続

博博物物館館資資料料ののデデジジタタルルアアーーカカイイブブ
化化
博物館資料のデジタル化を進め、
一次資料の保存を図るとともに、
更なる活用を推進します。

◎ ● ○ ○ 資料のデジ
タル化件数

Ⅲ-006 新
規

安安土土築築城城445500年年祭祭にに向向けけたた観観光光ココ
ンンテテンンツツのの充充実実
令和８年度に迎える安土城築城
450周年に向け、滋賀県や関係市
町と協力して特別史跡安土城跡を
活用した観光促進に取り組みま
す。

◎ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○

Ⅲ-007 新
規

先先端端技技術術活活用用にによよるる文文化化財財のの理理解解
促促進進手手段段のの作作成成、、活活用用
超高精細画像や360度映像等を利
用したコンテンツの発信と来訪者
誘引コンテンツを作成します。

◎ ○ ○ ○ ● ○ △

取組主体：◎ 主体 、● 協働 、〇 協力  
計画期間：前期 令和６年度～７年度 、後期 令和８年度～ 年度 とし、令和 年度以降は次期とします。

は基点以降完了までの期間。 は両矢印の期間内に終わるものを指します。

財 源：〇 主な予算 、△ 補助予算

【組織・体制に関する取組】

重重点点的的なな取取組組

ⅡⅡ--001199 東東近近江江市市文文化化財財保保存存活活用用地地域域計計画画推推進進協協議議会会のの設設置置・・運運営営
継続／新規 新規

事業概要 東近江市文化財保存活用地域計画に係る協議や調整、進捗管理を行う機関として、行政及び地域、文化財
所有者、専門家で組織する東近江市文化財保存活用地域計画推進協議会を設置・運営する

取組主体
行 政 ◎ 所有者 ● 地 域 ●
民 間 ● 市民団体 ● 専門家 ●

計画期間
今期

次期
前期 後期

財源 市費
ＫＰＩ

通通常常のの取取組組

No

継
続
／
新
規

取組の名称と概要

取組主体 計画期間 財源

ＫＰＩ行
政

所
有
者
等

地
域

民
間

市
民
団
体

専
門
家

今期
次
期

市
費

国
県
補
助

団
体
費
等

民
間前

期
後
期

Ⅱ-020 継
続

文文化化財財保保護護審審議議会会のの開開催催
本市の文化財行政全般に関わる専
門機関として、文化財の指定や保
存・活用について審議します。

◎ ● ○

Ⅱ-021 継
続

伝伝統統的的建建造造物物群群保保存存地地区区保保存存審審議議
会会のの開開催催
伝統的建造物群保存地区に関わる
専門機関として、現状変更や整
備、保存について審議します。

◎ ● ● ○

Ⅱ-017 新
規

文文化化財財保保存存技技術術保保持持者者のの継継承承支支援援
商工労政部局と協力し、文化財保
存技術保持者の活動支援を行うと
ともに、後継者育成等による技術
継承についても支援します。

◎ ◎ ○ ○ ○ ○ △ △

Ⅱ-018 新
規

文文化化財財保保護護指指導導員員のの養養成成
文化財パトロールや保存・活用に
対するアドバイスを行う文化財保
護指導員を養成します。

◎ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ 指導員登録
数

取組主体：◎ 主体 、● 協働 、〇 協力  
計画期間：前期 令和６年度～７年度 、後期 令和８年度～ 年度 とし、令和 年度以降は次期とします。

は基点以降完了までの期間。 は両矢印の期間内に終わるものを指します。

財 源：〇 主な予算 、△ 補助予算

【組織・体制に関する取組】

重重点点的的なな取取組組

ⅡⅡ--001199 東東近近江江市市文文化化財財保保存存活活用用地地域域計計画画推推進進協協議議会会のの設設置置・・運運営営
継続／新規 新規

事業概要 東近江市文化財保存活用地域計画に係る協議や調整、進捗管理を行う機関として、行政及び地域、文化財
所有者、専門家で組織する東近江市文化財保存活用地域計画推進協議会を設置・運営する

取組主体
行 政 ◎ 所有者 ● 地 域 ●
民 間 ● 市民団体 ● 専門家 ●

計画期間
今期

次期
前期 後期

財源 市費
ＫＰＩ

通通常常のの取取組組

No

継
続
／
新
規

取組の名称と概要

取組主体 計画期間 財源

ＫＰＩ行
政

所
有
者
等

地
域

民
間

市
民
団
体

専
門
家

今期
次
期

市
費

国
県
補
助

団
体
費
等

民
間前

期
後
期

Ⅱ-020 継
続

文文化化財財保保護護審審議議会会のの開開催催
本市の文化財行政全般に関わる専
門機関として、文化財の指定や保
存・活用について審議します。

◎ ● ○

Ⅱ-021 継
続

伝伝統統的的建建造造物物群群保保存存地地区区保保存存審審議議
会会のの開開催催
伝統的建造物群保存地区に関わる
専門機関として、現状変更や整
備、保存について審議します。

◎ ● ● ○

Ⅱ-017 新
規

文文化化財財保保存存技技術術保保持持者者のの継継承承支支援援
商工労政部局と協力し、文化財保
存技術保持者の活動支援を行うと
ともに、後継者育成等による技術
継承についても支援します。

◎ ◎ ○ ○ ○ ○ △ △

Ⅱ-018 新
規

文文化化財財保保護護指指導導員員のの養養成成
文化財パトロールや保存・活用に
対するアドバイスを行う文化財保
護指導員を養成します。

◎ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ 指導員登録
数
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Ⅱ-022 継
続

文文化化的的景景観観保保存存活活用用委委員員会会のの開開
催催
重要文化的景観地区内において、
重要な構成要素等の修理や整備に
ついて審議し、保存・活用の取組
に対して指導・助言します。

◎ ● ● ○ ○

Ⅱ-023 新
規

財財源源確確保保ののたためめのの取取組組推推進進
文化財所有者の経済的負担を軽
減するため、各種補助金制度の
研究、ふるさと納税、クラウド
ファンディング等、新たな財源
確保について取り組みます。

◎ ○

Ⅱ-024 新
規

文文化化財財保保存存活活用用支支援援団団体体のの認認定定
多様な文化財の保存・活用の取
り組みを推進するため、文化財
保護法に定める文化財保存活用
支援団体の認定を図ります。

◎ ○ △ 認定数

Ⅱ-025 継
続

伝伝建建地地区区ままちちななみみ相相談談
伝 建 地 区 内 に お け る 建 物 の 修
理・修景に関する問い合わせを
受け付け、まちなみ保存の推進
に努めます。

◎ ○ ● ○ 相談件数

取組主体：◎ 主体 、● 協働 、〇 協力  
計画期間：前期 令和６年度～７年度 、後期 令和８年度～ 年度 とし、令和 年度以降は次期とします。

は基点以降完了までの期間。 は両矢印の期間内に終わるものを指します。

財 源：〇 主な予算 、△ 補助予算

ⅢⅢ 連連携携・・協協働働にによよるる活活用用のの推推進進にに関関すするる取取組組

連携・協働による活用の推進では、「活用」、「ひとづくり」、「組織・体制」の３つの方針から

取り組みます。

活用では、特産品開発や体験コンテンツ作成を行うなど観光振興を図るとともに、福祉や教育

支援、所有者や地域が行う文化活動支援に努めます。併せて、文化財誘導看板を設置するなど環

境整備を進めます。ひとづくりでは、観光ボランティアや文化財サポーターの育成を図り、彼ら

と協力しながら適切な文化財の活用を推進します。また、組織・体制では、庁内体制の構築や博

物館ネットワークの拡充、民間団体との連携を図ります。

【活用に関する取組】

重重点点的的なな取取組組

ⅢⅢ--000011 特特別別史史跡跡安安土土城城跡跡のの公公開開活活用用のの推推進進
継続／新規 新規

事業概要 市境に位置する特別史跡安土城跡を、管理団体である滋賀県と隣接する近江八幡市と連携して整備し、安
土城跡の公開・活用を推進します。

取組主体
行 政 ◎ 所有者 ● 地 域 ○
民 間 ○ 市民団体 ○ 専門家 ◎

計画期間
今期

次期
前期 後期

Ⅱ-022 継
続

文文化化的的景景観観保保存存活活用用委委員員会会のの開開
催催
重要文化的景観地区内において、
重要な構成要素等の修理や整備に
ついて審議し、保存・活用の取組
に対して指導・助言します。

◎ ● ● ○ ○

Ⅱ-023 新
規

財財源源確確保保ののたためめのの取取組組推推進進
文化財所有者の経済的負担を軽
減するため、各種補助金制度の
研究、ふるさと納税、クラウド
ファンディング等、新たな財源
確保について取り組みます。

◎ ○

Ⅱ-024 新
規

文文化化財財保保存存活活用用支支援援団団体体のの認認定定
多様な文化財の保存・活用の取
り組みを推進するため、文化財
保護法に定める文化財保存活用
支援団体の認定を図ります。

◎ ○ △ 認定数

Ⅱ-025 継
続

伝伝建建地地区区ままちちななみみ相相談談
伝 建 地 区 内 に お け る 建 物 の 修
理・修景に関する問い合わせを
受け付け、まちなみ保存の推進
に努めます。

◎ ○ ● ○ 相談件数

取組主体：◎ 主体 、● 協働 、〇 協力  
計画期間：前期 令和６年度～７年度 、後期 令和８年度～ 年度 とし、令和 年度以降は次期とします。

は基点以降完了までの期間。 は両矢印の期間内に終わるものを指します。

財 源：〇 主な予算 、△ 補助予算

ⅢⅢ 連連携携・・協協働働にによよるる活活用用のの推推進進にに関関すするる取取組組

連携・協働による活用の推進では、「活用」、「ひとづくり」、「組織・体制」の３つの方針から

取り組みます。

活用では、特産品開発や体験コンテンツ作成を行うなど観光振興を図るとともに、福祉や教育

支援、所有者や地域が行う文化活動支援に努めます。併せて、文化財誘導看板を設置するなど環

境整備を進めます。ひとづくりでは、観光ボランティアや文化財サポーターの育成を図り、彼ら

と協力しながら適切な文化財の活用を推進します。また、組織・体制では、庁内体制の構築や博

物館ネットワークの拡充、民間団体との連携を図ります。

【活用に関する取組】

重重点点的的なな取取組組

ⅢⅢ--000011 特特別別史史跡跡安安土土城城跡跡のの公公開開活活用用のの推推進進
継続／新規 新規

事業概要 市境に位置する特別史跡安土城跡を、管理団体である滋賀県と隣接する近江八幡市と連携して整備し、安
土城跡の公開・活用を推進します。

取組主体
行 政 ◎ 所有者 ● 地 域 ○
民 間 ○ 市民団体 ○ 専門家 ◎

計画期間
今期

次期
前期 後期

財源 国・県補助、市費
ＫＰＩ

ⅢⅢ--000022 地地域域文文化化財財活活用用事事業業支支援援
継続／新規 継続

事業概要 まちづくり協議会や各種文化団体、自治会等が開催する文化財関連事業に対し、資料の貸出しや講師派遣
等を行い、地域の文化財活用事業を支援します。

取組主体
行 政 ○ 所有者 ◎ 地 域 ◎
民 間 ○ 市民団体 ○ 専門家 ●

計画期間
今期

次期
前期 後期

財源 市費
ＫＰＩ 事業実施回数

通通常常のの取取組組

No

継
続
／
新
規

取組の名称と概要

取組主体 計画期間 財源

ＫＰＩ行
政

所
有
者
等

地
域

民
間

市
民
団
体

専
門
家

今期
次
期

市
費

国
県
補
助

団
体
費
等

民
間前

期
後
期

Ⅲ-003 新
規

文文化化財財をを活活用用ししたた観観光光資資源源開開発発
観光部局・関係団体と連携し、
文化財を活用したツアーや特産
品の開発を行い、観光振興を図
ります。

○ ○ ○ ◎ ○ ● ○ ○ 開発件
数

Ⅲ-004 継
続

歴歴史史文文化化体体験験ココンンテテンンツツのの作作成成
触れる・感じる・使う体験を通
し、文化財へ興味や関心をもっ
てもらえるよう、文化財を活用
した体験コンテンツの作成に取
り組みます。

◎ ● ● ○ ○ ○ ○ △ △ △ 取組回
数

Ⅲ-005 継
続

博博物物館館資資料料ののデデジジタタルルアアーーカカイイブブ
化化
博物館資料のデジタル化を進め、
一次資料の保存を図るとともに、
更なる活用を推進します。

◎ ● ○ ○ 資料のデジ
タル化件数

Ⅲ-006 新
規

安安土土築築城城445500年年祭祭にに向向けけたた観観光光ココ
ンンテテンンツツのの充充実実
令和８年度に迎える安土城築城
450周年に向け、滋賀県や関係市
町と協力して特別史跡安土城跡を
活用した観光促進に取り組みま
す。

◎ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○

Ⅲ-007 新
規

先先端端技技術術活活用用にによよるる文文化化財財のの理理解解
促促進進手手段段のの作作成成、、活活用用
超高精細画像や360度映像等を利
用したコンテンツの発信と来訪者
誘引コンテンツを作成します。

◎ ○ ○ ○ ● ○ △

財源 国・県補助、市費
ＫＰＩ

ⅢⅢ--000022 地地域域文文化化財財活活用用事事業業支支援援
継続／新規 継続

事業概要 まちづくり協議会や各種文化団体、自治会等が開催する文化財関連事業に対し、資料の貸出しや講師派遣
等を行い、地域の文化財活用事業を支援します。

取組主体
行 政 ○ 所有者 ◎ 地 域 ◎
民 間 ○ 市民団体 ○ 専門家 ●

計画期間
今期

次期
前期 後期

財源 市費
ＫＰＩ 事業実施回数

通通常常のの取取組組

No

継
続
／
新
規

取組の名称と概要

取組主体 計画期間 財源

ＫＰＩ行
政

所
有
者
等

地
域

民
間

市
民
団
体

専
門
家

今期
次
期

市
費

国
県
補
助

団
体
費
等

民
間前

期
後
期

Ⅲ-003 新
規

文文化化財財をを活活用用ししたた観観光光資資源源開開発発
観光部局・関係団体と連携し、
文化財を活用したツアーや特産
品の開発を行い、観光振興を図
ります。

○ ○ ○ ◎ ○ ● ○ ○ 開発件
数

Ⅲ-004 継
続

歴歴史史文文化化体体験験ココンンテテンンツツのの作作成成
触れる・感じる・使う体験を通
し、文化財へ興味や関心をもっ
てもらえるよう、文化財を活用
した体験コンテンツの作成に取
り組みます。

◎ ● ● ○ ○ ○ ○ △ △ △ 取組回
数

Ⅲ-005 継
続

博博物物館館資資料料ののデデジジタタルルアアーーカカイイブブ
化化
博物館資料のデジタル化を進め、
一次資料の保存を図るとともに、
更なる活用を推進します。

◎ ● ○ ○ 資料のデジ
タル化件数

Ⅲ-006 新
規

安安土土築築城城445500年年祭祭にに向向けけたた観観光光ココ
ンンテテンンツツのの充充実実
令和８年度に迎える安土城築城
450周年に向け、滋賀県や関係市
町と協力して特別史跡安土城跡を
活用した観光促進に取り組みま
す。

◎ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○

Ⅲ-007 新
規

先先端端技技術術活活用用にによよるる文文化化財財のの理理解解
促促進進手手段段のの作作成成、、活活用用
超高精細画像や360度映像等を利
用したコンテンツの発信と来訪者
誘引コンテンツを作成します。

◎ ○ ○ ○ ● ○ △

取組主体：◎ 主体 、● 協働 、〇 協力  
計画期間：前期 令和６年度～７年度 、後期 令和８年度～ 年度 とし、令和 年度以降は次期とします。

は基点以降完了までの期間。 は両矢印の期間内に終わるものを指します。

財 源：〇 主な予算 、△ 補助予算

【組織・体制に関する取組】

重重点点的的なな取取組組

ⅡⅡ--001199 東東近近江江市市文文化化財財保保存存活活用用地地域域計計画画推推進進協協議議会会のの設設置置・・運運営営
継続／新規 新規

事業概要 東近江市文化財保存活用地域計画に係る協議や調整、進捗管理を行う機関として、行政及び地域、文化財
所有者、専門家で組織する東近江市文化財保存活用地域計画推進協議会を設置・運営する

取組主体
行 政 ◎ 所有者 ● 地 域 ●
民 間 ● 市民団体 ● 専門家 ●

計画期間
今期

次期
前期 後期

財源 市費
ＫＰＩ

通通常常のの取取組組

No

継
続
／
新
規

取組の名称と概要

取組主体 計画期間 財源

ＫＰＩ行
政

所
有
者
等

地
域

民
間

市
民
団
体

専
門
家

今期
次
期

市
費

国
県
補
助

団
体
費
等

民
間前

期
後
期

Ⅱ-020 継
続

文文化化財財保保護護審審議議会会のの開開催催
本市の文化財行政全般に関わる専
門機関として、文化財の指定や保
存・活用について審議します。

◎ ● ○

Ⅱ-021 継
続

伝伝統統的的建建造造物物群群保保存存地地区区保保存存審審議議
会会のの開開催催
伝統的建造物群保存地区に関わる
専門機関として、現状変更や整
備、保存について審議します。

◎ ● ● ○

Ⅱ-017 新
規

文文化化財財保保存存技技術術保保持持者者のの継継承承支支援援
商工労政部局と協力し、文化財保
存技術保持者の活動支援を行うと
ともに、後継者育成等による技術
継承についても支援します。

◎ ◎ ○ ○ ○ ○ △ △

Ⅱ-018 新
規

文文化化財財保保護護指指導導員員のの養養成成
文化財パトロールや保存・活用に
対するアドバイスを行う文化財保
護指導員を養成します。

◎ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ 指導員登録
数

Ⅱ-022 継
続

文文化化的的景景観観保保存存活活用用委委員員会会のの開開
催催
重要文化的景観地区内において、
重要な構成要素等の修理や整備に
ついて審議し、保存・活用の取組
に対して指導・助言します。

◎ ● ● ○ ○

Ⅱ-023 新
規

財財源源確確保保ののたためめのの取取組組推推進進
文化財所有者の経済的負担を軽
減するため、各種補助金制度の
研究、ふるさと納税、クラウド
ファンディング等、新たな財源
確保について取り組みます。

◎ ○

Ⅱ-024 新
規

文文化化財財保保存存活活用用支支援援団団体体のの認認定定
多様な文化財の保存・活用の取
り組みを推進するため、文化財
保護法に定める文化財保存活用
支援団体の認定を図ります。

◎ ○ △ 認定数

Ⅱ-025 継
続

伝伝建建地地区区ままちちななみみ相相談談
伝 建 地 区 内 に お け る 建 物 の 修
理・修景に関する問い合わせを
受け付け、まちなみ保存の推進
に努めます。

◎ ○ ● ○ 相談件数

取組主体：◎ 主体 、● 協働 、〇 協力  
計画期間：前期 令和６年度～７年度 、後期 令和８年度～ 年度 とし、令和 年度以降は次期とします。

は基点以降完了までの期間。 は両矢印の期間内に終わるものを指します。

財 源：〇 主な予算 、△ 補助予算

ⅢⅢ 連連携携・・協協働働にによよるる活活用用のの推推進進にに関関すするる取取組組

連携・協働による活用の推進では、「活用」、「ひとづくり」、「組織・体制」の３つの方針から

取り組みます。

活用では、特産品開発や体験コンテンツ作成を行うなど観光振興を図るとともに、福祉や教育

支援、所有者や地域が行う文化活動支援に努めます。併せて、文化財誘導看板を設置するなど環

境整備を進めます。ひとづくりでは、観光ボランティアや文化財サポーターの育成を図り、彼ら

と協力しながら適切な文化財の活用を推進します。また、組織・体制では、庁内体制の構築や博

物館ネットワークの拡充、民間団体との連携を図ります。

【活用に関する取組】

重重点点的的なな取取組組

ⅢⅢ--000011 特特別別史史跡跡安安土土城城跡跡のの公公開開活活用用のの推推進進
継続／新規 新規

事業概要 市境に位置する特別史跡安土城跡を、管理団体である滋賀県と隣接する近江八幡市と連携して整備し、安
土城跡の公開・活用を推進します。

取組主体
行 政 ◎ 所有者 ● 地 域 ○
民 間 ○ 市民団体 ○ 専門家 ◎

計画期間
今期

次期
前期 後期
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財源 国・県補助、市費
ＫＰＩ

ⅢⅢ--000022 地地域域文文化化財財活活用用事事業業支支援援
継続／新規 継続

事業概要 まちづくり協議会や各種文化団体、自治会等が開催する文化財関連事業に対し、資料の貸出しや講師派遣
等を行い、地域の文化財活用事業を支援します。

取組主体
行 政 ○ 所有者 ◎ 地 域 ◎
民 間 ○ 市民団体 ○ 専門家 ●

計画期間
今期

次期
前期 後期

財源 市費
ＫＰＩ 事業実施回数

通通常常のの取取組組

No

継
続
／
新
規

取組の名称と概要

取組主体 計画期間 財源

ＫＰＩ行
政

所
有
者
等

地
域

民
間

市
民
団
体

専
門
家

今期
次
期

市
費

国
県
補
助

団
体
費
等

民
間前

期
後
期

Ⅲ-003 新
規

文文化化財財をを活活用用ししたた観観光光資資源源開開発発
観光部局・関係団体と連携し、
文化財を活用したツアーや特産
品の開発を行い、観光振興を図
ります。

○ ○ ○ ◎ ○ ● ○ ○ 開発件
数

Ⅲ-004 継
続

歴歴史史文文化化体体験験ココンンテテンンツツのの作作成成
触れる・感じる・使う体験を通
し、文化財へ興味や関心をもっ
てもらえるよう、文化財を活用
した体験コンテンツの作成に取
り組みます。

◎ ● ● ○ ○ ○ ○ △ △ △ 取組回
数

Ⅲ-005 継
続

博博物物館館資資料料ののデデジジタタルルアアーーカカイイブブ
化化
博物館資料のデジタル化を進め、
一次資料の保存を図るとともに、
更なる活用を推進します。

◎ ● ○ ○ 資料のデジ
タル化件数

Ⅲ-006 新
規

安安土土築築城城445500年年祭祭にに向向けけたた観観光光ココ
ンンテテンンツツのの充充実実
令和８年度に迎える安土城築城
450周年に向け、滋賀県や関係市
町と協力して特別史跡安土城跡を
活用した観光促進に取り組みま
す。

◎ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○

Ⅲ-007 新
規

先先端端技技術術活活用用にによよるる文文化化財財のの理理解解
促促進進手手段段のの作作成成、、活活用用
超高精細画像や360度映像等を利
用したコンテンツの発信と来訪者
誘引コンテンツを作成します。

◎ ○ ○ ○ ● ○ △

財源 国・県補助、市費
ＫＰＩ

ⅢⅢ--000022 地地域域文文化化財財活活用用事事業業支支援援
継続／新規 継続

事業概要 まちづくり協議会や各種文化団体、自治会等が開催する文化財関連事業に対し、資料の貸出しや講師派遣
等を行い、地域の文化財活用事業を支援します。

取組主体
行 政 ○ 所有者 ◎ 地 域 ◎
民 間 ○ 市民団体 ○ 専門家 ●

計画期間
今期

次期
前期 後期

財源 市費
ＫＰＩ 事業実施回数

通通常常のの取取組組

No

継
続
／
新
規

取組の名称と概要

取組主体 計画期間 財源

ＫＰＩ行
政

所
有
者
等

地
域

民
間

市
民
団
体

専
門
家

今期
次
期

市
費

国
県
補
助

団
体
費
等

民
間前

期
後
期

Ⅲ-003 新
規

文文化化財財をを活活用用ししたた観観光光資資源源開開発発
観光部局・関係団体と連携し、
文化財を活用したツアーや特産
品の開発を行い、観光振興を図
ります。

○ ○ ○ ◎ ○ ● ○ ○ 開発件
数

Ⅲ-004 継
続

歴歴史史文文化化体体験験ココンンテテンンツツのの作作成成
触れる・感じる・使う体験を通
し、文化財へ興味や関心をもっ
てもらえるよう、文化財を活用
した体験コンテンツの作成に取
り組みます。

◎ ● ● ○ ○ ○ ○ △ △ △ 取組回
数

Ⅲ-005 継
続

博博物物館館資資料料ののデデジジタタルルアアーーカカイイブブ
化化
博物館資料のデジタル化を進め、
一次資料の保存を図るとともに、
更なる活用を推進します。

◎ ● ○ ○ 資料のデジ
タル化件数

Ⅲ-006 新
規

安安土土築築城城445500年年祭祭にに向向けけたた観観光光ココ
ンンテテンンツツのの充充実実
令和８年度に迎える安土城築城
450周年に向け、滋賀県や関係市
町と協力して特別史跡安土城跡を
活用した観光促進に取り組みま
す。

◎ ● ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○

Ⅲ-007 新
規

先先端端技技術術活活用用にによよるる文文化化財財のの理理解解
促促進進手手段段のの作作成成、、活活用用
超高精細画像や360度映像等を利
用したコンテンツの発信と来訪者
誘引コンテンツを作成します。

◎ ○ ○ ○ ● ○ △

Ⅲ-008 継
続

文文化化財財をを活活用用ししたた高高齢齢者者福福祉祉支支
援援
社会福祉団体等と共同して、博物
館資料(民具）を使った高齢者・社
会福祉活動を支援します。

◎ ○ ● ○ 貸出
回数

Ⅲ-009 継
続

博博物物館館・・埋埋蔵蔵文文化化財財セセンンタターー普普
及及啓啓発発事事業業
文化財の展示公開、講演会等を通
し、本市の歴史文化の普及啓発に
努めます。(民具体験、火起こし・
勾玉づくり等）

◎ ○ ○ ● ○ ○ △ △ △ 講座の開
催回数

Ⅲ-010 継
続

学学校校学学習習支支援援
小中学校の受け入れ(むかしの暮ら
し体験・埋文体験教室）や講師の
派遣等、教育現場における学習支
援を推進します。

◎ ○ ○ 参加者数

Ⅲ-011 新
規

埋埋蔵蔵文文化化財財包包蔵蔵地地・・史史跡跡分分布布地地図図
のの作作成成
埋蔵文化財包蔵地や史跡を明示し
た地図を作成し、埋蔵文化財の周
知と普及啓発を図ります。

◎ ○ ○ ○ ○ △

Ⅲ-012 継
続

文文化化財財年年報報のの刊刊行行
文化財の保存・活用の取組をまと
め、市民の文化財保存と活用への
理解を促進します。

◎ ○ ○ ○ ● ○ ○

Ⅲ-013 継
続

文文化化財財ササイインンのの整整備備
観光部局と連携し、幹線道路や主
要駅、公共機関等からの文化財誘
導案内の整備・多言語化を推進し
ます。

◎ ○ ○ ○ ○ △ △

Ⅲ-014 新
規

文文化化財財啓啓発発資資料料のの作作成成
文化財を紹介したパンフレットを
作成し、その周知と普及啓発に努
めるとともに、地域資源としての
活用を図ります。

◎ ○ ○ ○ △ 制作件数

取組主体：◎ 主体 、● 協働 、〇 協力  
計画期間：前期 令和６年度～７年度 、後期 令和８年度～ 年度 とし、令和 年度以降は次期とします。

は基点以降完了までの期間。 は両矢印の期間内に終わるものを指します。

財 源：〇 主な予算 、△ 補助予算

【ひとづくりに関する取組】

重重点点的的なな取取組組

ⅢⅢ--001155 ボボラランンテティィアアガガイイドド育育成成
継続／新規 継続
事業概要 博物館の展示解説や、観光で訪れた来訪者へ文化財の解説をするボランティアガイドの育成に努めます

取組主体
行 政 ◎ 所有者 ○ 地 域 ●
民 間 ○ 市民団体 ● 専門家 ○

計画期間
今期

次期
前期 後期
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Ⅲ-008 継
続

文文化化財財をを活活用用ししたた高高齢齢者者福福祉祉支支
援援
社会福祉団体等と共同して、博物
館資料(民具）を使った高齢者・社
会福祉活動を支援します。

◎ ○ ● ○ 貸出
回数

Ⅲ-009 継
続

博博物物館館・・埋埋蔵蔵文文化化財財セセンンタターー普普
及及啓啓発発事事業業
文化財の展示公開、講演会等を通
し、本市の歴史文化の普及啓発に
努めます。(民具体験、火起こし・
勾玉づくり等）

◎ ○ ○ ● ○ ○ △ △ △ 講座の開
催回数

Ⅲ-010 継
続

学学校校学学習習支支援援
小中学校の受け入れ(むかしの暮ら
し体験・埋文体験教室）や講師の
派遣等、教育現場における学習支
援を推進します。

◎ ○ ○ 参加者数

Ⅲ-011 新
規

埋埋蔵蔵文文化化財財包包蔵蔵地地・・史史跡跡分分布布地地図図
のの作作成成
埋蔵文化財包蔵地や史跡を明示し
た地図を作成し、埋蔵文化財の周
知と普及啓発を図ります。

◎ ○ ○ ○ ○ △

Ⅲ-012 継
続

文文化化財財年年報報のの刊刊行行
文化財の保存・活用の取組をまと
め、市民の文化財保存と活用への
理解を促進します。

◎ ○ ○ ○ ● ○ ○

Ⅲ-013 継
続

文文化化財財ササイインンのの整整備備
観光部局と連携し、幹線道路や主
要駅、公共機関等からの文化財誘
導案内の整備・多言語化を推進し
ます。

◎ ○ ○ ○ ○ △ △

Ⅲ-014 新
規

文文化化財財啓啓発発資資料料のの作作成成
文化財を紹介したパンフレットを
作成し、その周知と普及啓発に努
めるとともに、地域資源としての
活用を図ります。

◎ ○ ○ ○ △ 制作件数

取組主体：◎ 主体 、● 協働 、〇 協力  
計画期間：前期 令和６年度～７年度 、後期 令和８年度～ 年度 とし、令和 年度以降は次期とします。

は基点以降完了までの期間。 は両矢印の期間内に終わるものを指します。

財 源：〇 主な予算 、△ 補助予算

【ひとづくりに関する取組】

重重点点的的なな取取組組

ⅢⅢ--001155 ボボラランンテティィアアガガイイドド育育成成
継続／新規 継続
事業概要 博物館の展示解説や、観光で訪れた来訪者へ文化財の解説をするボランティアガイドの育成に努めます

取組主体
行 政 ◎ 所有者 ○ 地 域 ●
民 間 ○ 市民団体 ● 専門家 ○

計画期間
今期

次期
前期 後期

Ⅲ-008 継
続

文文化化財財をを活活用用ししたた高高齢齢者者福福祉祉支支
援援
社会福祉団体等と共同して、博物
館資料(民具）を使った高齢者・社
会福祉活動を支援します。

◎ ○ ● ○ 貸出
回数

Ⅲ-009 継
続

博博物物館館・・埋埋蔵蔵文文化化財財セセンンタターー普普
及及啓啓発発事事業業
文化財の展示公開、講演会等を通
し、本市の歴史文化の普及啓発に
努めます。(民具体験、火起こし・
勾玉づくり等）

◎ ○ ○ ● ○ ○ △ △ △ 講座の開
催回数

Ⅲ-010 継
続

学学校校学学習習支支援援
小中学校の受け入れ(むかしの暮ら
し体験・埋文体験教室）や講師の
派遣等、教育現場における学習支
援を推進します。

◎ ○ ○ 参加者数

Ⅲ-011 新
規

埋埋蔵蔵文文化化財財包包蔵蔵地地・・史史跡跡分分布布地地図図
のの作作成成
埋蔵文化財包蔵地や史跡を明示し
た地図を作成し、埋蔵文化財の周
知と普及啓発を図ります。

◎ ○ ○ ○ ○ △

Ⅲ-012 継
続

文文化化財財年年報報のの刊刊行行
文化財の保存・活用の取組をまと
め、市民の文化財保存と活用への
理解を促進します。

◎ ○ ○ ○ ● ○ ○

Ⅲ-013 継
続

文文化化財財ササイインンのの整整備備
観光部局と連携し、幹線道路や主
要駅、公共機関等からの文化財誘
導案内の整備・多言語化を推進し
ます。

◎ ○ ○ ○ ○ △ △

Ⅲ-014 新
規

文文化化財財啓啓発発資資料料のの作作成成
文化財を紹介したパンフレットを
作成し、その周知と普及啓発に努
めるとともに、地域資源としての
活用を図ります。

◎ ○ ○ ○ △ 制作件数

取組主体：◎ 主体 、● 協働 、〇 協力  
計画期間：前期 令和６年度～７年度 、後期 令和８年度～ 年度 とし、令和 年度以降は次期とします。

は基点以降完了までの期間。 は両矢印の期間内に終わるものを指します。

財 源：〇 主な予算 、△ 補助予算

【ひとづくりに関する取組】

重重点点的的なな取取組組

ⅢⅢ--001155 ボボラランンテティィアアガガイイドド育育成成
継続／新規 継続
事業概要 博物館の展示解説や、観光で訪れた来訪者へ文化財の解説をするボランティアガイドの育成に努めます

取組主体
行 政 ◎ 所有者 ○ 地 域 ●
民 間 ○ 市民団体 ● 専門家 ○

計画期間
今期

次期
前期 後期

財源 市費、国・県補助、団体費等、民間
ＫＰＩ ボランティアガイド登録者数

通通常常のの取取組組

取組主体：◎ 主体 、● 協働 、〇 協力  
計画期間：前期 令和６年度～７年度 、後期 令和８年度～ 年度 とし、令和 年度以降は次期とします。

は基点以降完了までの期間。 は両矢印の期間内に終わるものを指します。

財 源：〇 主な予算 、△ 補助予算

【組織・体制に関する取組】

通通常常のの取取組組

No
継
続
／
新
規

取組の名称と概要

取組主体 計画期間 財源

ＫＰＩ行
政

所
有
者
等

地
域

民
間

市
民
団
体

専
門
家

今期 次
期

市
費

国
県
補
助

団
体
費
等

民
間前

期
後
期

Ⅲ-019 継
続

民民間間団団体体ととのの連連携携強強化化
市内で活動する民間団体とより一
層連携を深め、市内文化財の保存
活用に関する取組を推進します。

◎ ○ ○ 参加者
数

Ⅲ-020 新
規

東東近近江江市市博博物物館館構構想想にに基基づづくく博博物物
館館ネネッットトワワーーククのの整整備備・・充充実実
本市の歴史文化を効率的かつ効果
的に発信できるよう、博物館構想
に基づいたネットワークの整備・
構築を図ります。

◎ ○ ● ○ ● ○ △

Ⅲ-021 継
続

横横断断的的なな庁庁内内体体制制のの構構築築
文化財の保存活用の取組を全庁的
に推進すべく、歴史文化振興課及
び関係部署を交えた横断的な推進
体制を構築します。

◎ ○ ○

取組主体：◎ 主体 、● 協働 、〇 協力  
計画期間：前期 令和６年度～７年度 、後期 令和８年度～ 年度 とし、令和 年度以降は次期とします。

は基点以降完了までの期間。 は両矢印の期間内に終わるものを指します。

財 源：〇 主な予算 、△ 補助予算

No

継
続
／
新
規

取組の名称と概要

取組主体 計画期間 財源

ＫＰＩ行
政

所
有
者
等

地
域

民
間

市
民
団
体

専
門
家

今期
次
期

市
費

国
県
補
助

団
体
費
等

民
間前

期
後
期

Ⅲ-016 新
規

文文化化財財ササポポーータターーのの育育成成
博物館や埋蔵文化財センターで実
施する各種体験講座を支援するサ
ポーターの育成に努めます

◎ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ サポーター
登録者数

Ⅲ-017 継
続 ((再再掲掲))保保存存継継承承支支援援 ◎ ○ ○ ● ○ ○

Ⅲ-018 新
規

((再再掲掲))文文化化財財保保存存技技術術保保持持者者のの技技
術術継継承承支支援援 ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ △ △

Ⅲ-008 継
続

文文化化財財をを活活用用ししたた高高齢齢者者福福祉祉支支
援援
社会福祉団体等と共同して、博物
館資料(民具）を使った高齢者・社
会福祉活動を支援します。

◎ ○ ● ○ 貸出
回数

Ⅲ-009 継
続

博博物物館館・・埋埋蔵蔵文文化化財財セセンンタターー普普
及及啓啓発発事事業業
文化財の展示公開、講演会等を通
し、本市の歴史文化の普及啓発に
努めます。(民具体験、火起こし・
勾玉づくり等）

◎ ○ ○ ● ○ ○ △ △ △ 講座の開
催回数

Ⅲ-010 継
続

学学校校学学習習支支援援
小中学校の受け入れ(むかしの暮ら
し体験・埋文体験教室）や講師の
派遣等、教育現場における学習支
援を推進します。

◎ ○ ○ 参加者数

Ⅲ-011 新
規

埋埋蔵蔵文文化化財財包包蔵蔵地地・・史史跡跡分分布布地地図図
のの作作成成
埋蔵文化財包蔵地や史跡を明示し
た地図を作成し、埋蔵文化財の周
知と普及啓発を図ります。

◎ ○ ○ ○ ○ △

Ⅲ-012 継
続

文文化化財財年年報報のの刊刊行行
文化財の保存・活用の取組をまと
め、市民の文化財保存と活用への
理解を促進します。

◎ ○ ○ ○ ● ○ ○

Ⅲ-013 継
続

文文化化財財ササイインンのの整整備備
観光部局と連携し、幹線道路や主
要駅、公共機関等からの文化財誘
導案内の整備・多言語化を推進し
ます。

◎ ○ ○ ○ ○ △ △

Ⅲ-014 新
規

文文化化財財啓啓発発資資料料のの作作成成
文化財を紹介したパンフレットを
作成し、その周知と普及啓発に努
めるとともに、地域資源としての
活用を図ります。

◎ ○ ○ ○ △ 制作件数

取組主体：◎ 主体 、● 協働 、〇 協力  
計画期間：前期 令和６年度～７年度 、後期 令和８年度～ 年度 とし、令和 年度以降は次期とします。

は基点以降完了までの期間。 は両矢印の期間内に終わるものを指します。

財 源：〇 主な予算 、△ 補助予算

【ひとづくりに関する取組】

重重点点的的なな取取組組

ⅢⅢ--001155 ボボラランンテティィアアガガイイドド育育成成
継続／新規 継続
事業概要 博物館の展示解説や、観光で訪れた来訪者へ文化財の解説をするボランティアガイドの育成に努めます

取組主体
行 政 ◎ 所有者 ○ 地 域 ●
民 間 ○ 市民団体 ● 専門家 ○

計画期間
今期

次期
前期 後期

財源 市費、国・県補助、団体費等、民間
ＫＰＩ ボランティアガイド登録者数

通通常常のの取取組組

取組主体：◎ 主体 、● 協働 、〇 協力  
計画期間：前期 令和６年度～７年度 、後期 令和８年度～ 年度 とし、令和 年度以降は次期とします。

は基点以降完了までの期間。 は両矢印の期間内に終わるものを指します。

財 源：〇 主な予算 、△ 補助予算

【組織・体制に関する取組】

通通常常のの取取組組

No
継
続
／
新
規

取組の名称と概要

取組主体 計画期間 財源

ＫＰＩ行
政

所
有
者
等

地
域

民
間

市
民
団
体

専
門
家

今期 次
期

市
費

国
県
補
助

団
体
費
等

民
間前

期
後
期

Ⅲ-019 継
続

民民間間団団体体ととのの連連携携強強化化
市内で活動する民間団体とより一
層連携を深め、市内文化財の保存
活用に関する取組を推進します。

◎ ○ ○ 参加者
数

Ⅲ-020 新
規

東東近近江江市市博博物物館館構構想想にに基基づづくく博博物物
館館ネネッットトワワーーククのの整整備備・・充充実実
本市の歴史文化を効率的かつ効果
的に発信できるよう、博物館構想
に基づいたネットワークの整備・
構築を図ります。

◎ ○ ● ○ ● ○ △

Ⅲ-021 継
続

横横断断的的なな庁庁内内体体制制のの構構築築
文化財の保存活用の取組を全庁的
に推進すべく、歴史文化振興課及
び関係部署を交えた横断的な推進
体制を構築します。

◎ ○ ○

取組主体：◎ 主体 、● 協働 、〇 協力  
計画期間：前期 令和６年度～７年度 、後期 令和８年度～ 年度 とし、令和 年度以降は次期とします。

は基点以降完了までの期間。 は両矢印の期間内に終わるものを指します。

財 源：〇 主な予算 、△ 補助予算

No

継
続
／
新
規

取組の名称と概要

取組主体 計画期間 財源

ＫＰＩ行
政

所
有
者
等

地
域

民
間

市
民
団
体

専
門
家

今期
次
期

市
費

国
県
補
助

団
体
費
等

民
間前

期
後
期

Ⅲ-016 新
規

文文化化財財ササポポーータターーのの育育成成
博物館や埋蔵文化財センターで実
施する各種体験講座を支援するサ
ポーターの育成に努めます

◎ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ サポーター
登録者数

Ⅲ-017 継
続 ((再再掲掲))保保存存継継承承支支援援 ◎ ○ ○ ● ○ ○

Ⅲ-018 新
規

((再再掲掲))文文化化財財保保存存技技術術保保持持者者のの技技
術術継継承承支支援援 ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ △ △
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財源 市費、国・県補助、団体費等、民間
ＫＰＩ ボランティアガイド登録者数

通通常常のの取取組組

取組主体：◎ 主体 、● 協働 、〇 協力  
計画期間：前期 令和６年度～７年度 、後期 令和８年度～ 年度 とし、令和 年度以降は次期とします。

は基点以降完了までの期間。 は両矢印の期間内に終わるものを指します。

財 源：〇 主な予算 、△ 補助予算

【組織・体制に関する取組】

通通常常のの取取組組

No
継
続
／
新
規

取組の名称と概要

取組主体 計画期間 財源

ＫＰＩ行
政

所
有
者
等

地
域

民
間

市
民
団
体

専
門
家

今期 次
期

市
費

国
県
補
助

団
体
費
等

民
間前

期
後
期

Ⅲ-019 継
続

民民間間団団体体ととのの連連携携強強化化
市内で活動する民間団体とより一
層連携を深め、市内文化財の保存
活用に関する取組を推進します。

◎ ○ ○ 参加者
数

Ⅲ-020 新
規

東東近近江江市市博博物物館館構構想想にに基基づづくく博博物物
館館ネネッットトワワーーククのの整整備備・・充充実実
本市の歴史文化を効率的かつ効果
的に発信できるよう、博物館構想
に基づいたネットワークの整備・
構築を図ります。

◎ ○ ● ○ ● ○ △

Ⅲ-021 継
続

横横断断的的なな庁庁内内体体制制のの構構築築
文化財の保存活用の取組を全庁的
に推進すべく、歴史文化振興課及
び関係部署を交えた横断的な推進
体制を構築します。

◎ ○ ○

取組主体：◎ 主体 、● 協働 、〇 協力  
計画期間：前期 令和６年度～７年度 、後期 令和８年度～ 年度 とし、令和 年度以降は次期とします。

は基点以降完了までの期間。 は両矢印の期間内に終わるものを指します。

財 源：〇 主な予算 、△ 補助予算

No

継
続
／
新
規

取組の名称と概要

取組主体 計画期間 財源

ＫＰＩ行
政

所
有
者
等

地
域

民
間

市
民
団
体

専
門
家

今期
次
期

市
費

国
県
補
助

団
体
費
等

民
間前

期
後
期

Ⅲ-016 新
規

文文化化財財ササポポーータターーのの育育成成
博物館や埋蔵文化財センターで実
施する各種体験講座を支援するサ
ポーターの育成に努めます

◎ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ サポーター
登録者数

Ⅲ-017 継
続 ((再再掲掲))保保存存継継承承支支援援 ◎ ○ ○ ● ○ ○

Ⅲ-018 新
規

((再再掲掲))文文化化財財保保存存技技術術保保持持者者のの技技
術術継継承承支支援援 ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ △ △

財源 市費、国・県補助、団体費等、民間
ＫＰＩ ボランティアガイド登録者数

通通常常のの取取組組

取組主体：◎ 主体 、● 協働 、〇 協力  
計画期間：前期 令和６年度～７年度 、後期 令和８年度～ 年度 とし、令和 年度以降は次期とします。

は基点以降完了までの期間。 は両矢印の期間内に終わるものを指します。

財 源：〇 主な予算 、△ 補助予算

【組織・体制に関する取組】

通通常常のの取取組組

No
継
続
／
新
規

取組の名称と概要

取組主体 計画期間 財源

ＫＰＩ行
政

所
有
者
等

地
域

民
間

市
民
団
体

専
門
家

今期 次
期

市
費

国
県
補
助

団
体
費
等

民
間前

期
後
期

Ⅲ-019 継
続

民民間間団団体体ととのの連連携携強強化化
市内で活動する民間団体とより一
層連携を深め、市内文化財の保存
活用に関する取組を推進します。

◎ ○ ○ 参加者
数

Ⅲ-020 新
規

東東近近江江市市博博物物館館構構想想にに基基づづくく博博物物
館館ネネッットトワワーーククのの整整備備・・充充実実
本市の歴史文化を効率的かつ効果
的に発信できるよう、博物館構想
に基づいたネットワークの整備・
構築を図ります。

◎ ○ ● ○ ● ○ △

Ⅲ-021 継
続

横横断断的的なな庁庁内内体体制制のの構構築築
文化財の保存活用の取組を全庁的
に推進すべく、歴史文化振興課及
び関係部署を交えた横断的な推進
体制を構築します。

◎ ○ ○

取組主体：◎ 主体 、● 協働 、〇 協力  
計画期間：前期 令和６年度～７年度 、後期 令和８年度～ 年度 とし、令和 年度以降は次期とします。

は基点以降完了までの期間。 は両矢印の期間内に終わるものを指します。

財 源：〇 主な予算 、△ 補助予算

No

継
続
／
新
規

取組の名称と概要

取組主体 計画期間 財源

ＫＰＩ行
政

所
有
者
等

地
域

民
間

市
民
団
体

専
門
家

今期
次
期

市
費

国
県
補
助

団
体
費
等

民
間前

期
後
期

Ⅲ-016 新
規

文文化化財財ササポポーータターーのの育育成成
博物館や埋蔵文化財センターで実
施する各種体験講座を支援するサ
ポーターの育成に努めます

◎ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ サポーター
登録者数

Ⅲ-017 継
続 ((再再掲掲))保保存存継継承承支支援援 ◎ ○ ○ ● ○ ○

Ⅲ-018 新
規

((再再掲掲))文文化化財財保保存存技技術術保保持持者者のの技技
術術継継承承支支援援 ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ △ △

第
６
章



財源 市費、国・県補助、団体費等、民間
ＫＰＩ ボランティアガイド登録者数

通通常常のの取取組組

取組主体：◎ 主体 、● 協働 、〇 協力  
計画期間：前期 令和６年度～７年度 、後期 令和８年度～ 年度 とし、令和 年度以降は次期とします。

は基点以降完了までの期間。 は両矢印の期間内に終わるものを指します。

財 源：〇 主な予算 、△ 補助予算

【組織・体制に関する取組】

通通常常のの取取組組

No
継
続
／
新
規

取組の名称と概要

取組主体 計画期間 財源

ＫＰＩ行
政

所
有
者
等

地
域

民
間

市
民
団
体

専
門
家

今期 次
期

市
費

国
県
補
助

団
体
費
等

民
間前

期
後
期

Ⅲ-019 継
続

民民間間団団体体ととのの連連携携強強化化
市内で活動する民間団体とより一
層連携を深め、市内文化財の保存
活用に関する取組を推進します。

◎ ○ ○ 参加者
数

Ⅲ-020 新
規

東東近近江江市市博博物物館館構構想想にに基基づづくく博博物物
館館ネネッットトワワーーククのの整整備備・・充充実実
本市の歴史文化を効率的かつ効果
的に発信できるよう、博物館構想
に基づいたネットワークの整備・
構築を図ります。

◎ ○ ● ○ ● ○ △

Ⅲ-021 継
続

横横断断的的なな庁庁内内体体制制のの構構築築
文化財の保存活用の取組を全庁的
に推進すべく、歴史文化振興課及
び関係部署を交えた横断的な推進
体制を構築します。

◎ ○ ○

取組主体：◎ 主体 、● 協働 、〇 協力  
計画期間：前期 令和６年度～７年度 、後期 令和８年度～ 年度 とし、令和 年度以降は次期とします。

は基点以降完了までの期間。 は両矢印の期間内に終わるものを指します。

財 源：〇 主な予算 、△ 補助予算

No

継
続
／
新
規

取組の名称と概要

取組主体 計画期間 財源

ＫＰＩ行
政

所
有
者
等

地
域

民
間

市
民
団
体

専
門
家

今期
次
期

市
費

国
県
補
助

団
体
費
等

民
間前

期
後
期

Ⅲ-016 新
規

文文化化財財ササポポーータターーのの育育成成
博物館や埋蔵文化財センターで実
施する各種体験講座を支援するサ
ポーターの育成に努めます

◎ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ サポーター
登録者数

Ⅲ-017 継
続 ((再再掲掲))保保存存継継承承支支援援 ◎ ○ ○ ● ○ ○

Ⅲ-018 新
規

((再再掲掲))文文化化財財保保存存技技術術保保持持者者のの技技
術術継継承承支支援援 ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ △ △

ⅣⅣ 文文化化財財をを生生かかししたたままちちづづくくりりのの実実践践にに関関すするる取取組組

文化財を生かしたまちづくりを推進するため、「活用」、「ひとづくり」、「組織・体制」、「情報

発信」の４つの方針から取り組みます。

活用では、地域が主催する文化活動への支援を行うとともに、管理が難しくなった文化財建造

物を地元で維持・活用できるよう、関係課と協力しながら対策を検討します。また、ひとづくり

では、地域で活動を続ける保存活用団体への技術支援を行い、組織・体制では東近江市文化財保

存活用地域計画推進協議会の運営及び庁内体制の構築を進め、文化財を活用した地域づくりに努

めます。さらに、情報発信では、ホームページやＳＮＳ等多様な伝達手法を用いて文化財に関わ

る様々な情報を発信し、地域の文化情報発信を推進します。

【活用に関する取組】

通通常常のの取取組組

No
継
続
／
新
規

取組の名称と概要

取組主体 計画期間 財源

ＫＰＩ行
政

所
有
者
等

地
域

民
間

市
民
団
体

専
門
家

今期
次
期

市
費

国
県
補
助

団
体
費
等

民
間前

期
後
期

Ⅳ-001 新
規

建建造造物物活活用用推推進進
空き家対策事業と連動し、空き
家となった建造物を地域で適切
に管理・活用できるよう対策を
検討します。

● ◎ ◎ ◎ ○ ○ ○ △ △ △

Ⅳ-002 継
続

((再再掲掲))文文化化財財をを活活用用ししたた高高齢齢者者福福
祉祉支支援援 ◎ ○ ● ○ 貸出

回数

Ⅳ-003 継
続 ((再再掲掲))地地域域文文化化財財活活用用事事業業支支援援 ○ ◎ ◎ ○ ○ ● ○

取組主体：◎ 主体 、● 協働 、〇 協力  
計画期間：前期 令和６年度～７年度 、後期 令和８年度～ 年度 とし、令和 年度以降は次期とします。

は基点以降完了までの期間。 は両矢印の期間内に終わるものを指します。

財 源：〇 主な予算 、△ 補助予算

【ひとづくりに関する取組】

通通常常のの取取組組

No

継
続
／
新
規

取組の名称と概要

取組主体 計画期間 財源

ＫＰＩ行
政

所
有
者
等

地
域

民
間

市
民
団
体

専
門
家

今期
次
期

市
費

国
県
補
助

団
体
費
等

民
間前

期
後
期

Ⅳ-004 新
規

((再再掲掲))選選定定地地区区保保存存活活用用団団体体のの育育
成成及及びび活活動動支支援援 ◎ ○ ○ ○ 〇 〇 △

Ⅳ-005 継
続

((再再掲掲))無無形形のの民民俗俗文文化化財財保保存存団団体体
のの活活動動支支援援 ◎ ○ ○ ● ○ ○ 〇 〇 △

取組主体：◎ 主体 、● 協働 、〇 協力  
計画期間：前期 令和６年度～７年度 、後期 令和８年度～ 年度 とし、令和 年度以降は次期とします。

は基点以降完了までの期間。 は両矢印の期間内に終わるものを指します。

財 源：〇 主な予算 、△ 補助予算

【組織・体制に関する取組】

通通常常のの取取組組

No
継
続
／
新
規

取組の名称と概要

取組主体 計画期間 財源

ＫＰＩ行
政

所
有
者
等

地
域

民
間

市
民
団
体

専
門
家

今期
次
期

市
費

国
県
補
助

団
体
費
等

民
間前

期
後
期

Ⅳ-006 新
規

((再再掲掲））東東近近江江市市文文化化財財保保存存活活用用地地
域域計計画画推推進進協協議議会会のの設設置置・・運運営営 ◎ ● ● ● ● ● ○ △

Ⅳ-007 継
続 ((再再掲掲))横横断断的的なな庁庁内内体体制制のの構構築築 ◎ ○ ○

取組主体：◎ 主体 、● 協働 、〇 協力  
計画期間：前期 令和６年度～７年度 、後期 令和８年度～ 年度 とし、令和 年度以降は次期とします。

は基点以降完了までの期間。 は両矢印の期間内に終わるものを指します。

財 源：〇 主な予算 、△ 補助予算

【情報発信に関する取組】

重重点点的的なな取取組組

ⅣⅣ--000088 文文化化情情報報発発信信のの充充実実
継続／新規 継続

事業概要 本市の多種多様な文化財を広く周知・公開できるよう、ホームページやＳＮＳ等を活用した情報発信を充
実します。

取組主体
行 政 ◎ 所有者 ○ 地 域
民 間 市民団体 専門家

計画期間
今期

次期
前期 後期

財源 市費、国・県補助
ＫＰＩ

通通常常のの取取組組

No
継
続
／
新
規

取組の名称と概要

取組主体 計画期間 財源

ＫＰＩ行
政

所
有
者
等

地
域

民
間

市
民
団
体

専
門
家

今期
次
期

市
費

国
県
補
助

団
体
費
等

民
間前

期
後
期

Ⅳ-009 継
続

博博物物館館等等にによよるる文文化化財財情情報報のの提提供供
市内博物館において文化財を公
開・展示するなど、本市の歴史文
化に触れられる機会を提供しま
す。

◎ ● ● ○ ○ ○ △ △ △
企画展
の開催
回数

取組主体：◎ 主体 、● 協働 、〇 協力  
計画期間：前期 令和６年度～７年度 、後期 令和８年度～ 年度 とし、令和 年度以降は次期とします。

は基点以降完了までの期間。 は両矢印の期間内に終わるものを指します。

財 源：〇 主な予算 、△ 補助予算

第
６
章



財 源：〇 主な予算 、△ 補助予算

【組織・体制に関する取組】

通通常常のの取取組組

No
継
続
／
新
規

取組の名称と概要

取組主体 計画期間 財源

ＫＰＩ行
政

所
有
者
等

地
域

民
間

市
民
団
体

専
門
家

今期
次
期

市
費

国
県
補
助

団
体
費
等

民
間前

期
後
期

Ⅳ-006 新
規

((再再掲掲））東東近近江江市市文文化化財財保保存存活活用用地地
域域計計画画推推進進協協議議会会のの設設置置・・運運営営 ◎ ● ● ● ● ● ○ △

Ⅳ-007 継
続 ((再再掲掲))横横断断的的なな庁庁内内体体制制のの構構築築 ◎ ○ ○

取組主体：◎ 主体 、● 協働 、〇 協力  
計画期間：前期 令和６年度～７年度 、後期 令和８年度～ 年度 とし、令和 年度以降は次期とします。

は基点以降完了までの期間。 は両矢印の期間内に終わるものを指します。

財 源：〇 主な予算 、△ 補助予算

【情報発信に関する取組】

重重点点的的なな取取組組

ⅣⅣ--000088 文文化化情情報報発発信信のの充充実実
継続／新規 継続

事業概要 本市の多種多様な文化財を広く周知・公開できるよう、ホームページやＳＮＳ等を活用した情報発信を充
実します。

取組主体
行 政 ◎ 所有者 ○ 地 域
民 間 市民団体 専門家

計画期間
今期

次期
前期 後期

財源 市費、国・県補助
ＫＰＩ

通通常常のの取取組組

No
継
続
／
新
規

取組の名称と概要

取組主体 計画期間 財源

ＫＰＩ行
政

所
有
者
等

地
域

民
間

市
民
団
体

専
門
家

今期
次
期

市
費

国
県
補
助

団
体
費
等

民
間前

期
後
期

Ⅳ-009 継
続

博博物物館館等等にによよるる文文化化財財情情報報のの提提供供
市内博物館において文化財を公
開・展示するなど、本市の歴史文
化に触れられる機会を提供しま
す。

◎ ● ● ○ ○ ○ △ △ △
企画展
の開催
回数

取組主体：◎ 主体 、● 協働 、〇 協力  
計画期間：前期 令和６年度～７年度 、後期 令和８年度～ 年度 とし、令和 年度以降は次期とします。

は基点以降完了までの期間。 は両矢印の期間内に終わるものを指します。

財 源：〇 主な予算 、△ 補助予算

財 源：〇 主な予算 、△ 補助予算

【組織・体制に関する取組】

通通常常のの取取組組

No
継
続
／
新
規

取組の名称と概要

取組主体 計画期間 財源

ＫＰＩ行
政

所
有
者
等

地
域

民
間

市
民
団
体

専
門
家

今期
次
期

市
費

国
県
補
助

団
体
費
等

民
間前

期
後
期

Ⅳ-006 新
規

((再再掲掲））東東近近江江市市文文化化財財保保存存活活用用地地
域域計計画画推推進進協協議議会会のの設設置置・・運運営営 ◎ ● ● ● ● ● ○ △

Ⅳ-007 継
続 ((再再掲掲))横横断断的的なな庁庁内内体体制制のの構構築築 ◎ ○ ○

取組主体：◎ 主体 、● 協働 、〇 協力  
計画期間：前期 令和６年度～７年度 、後期 令和８年度～ 年度 とし、令和 年度以降は次期とします。

は基点以降完了までの期間。 は両矢印の期間内に終わるものを指します。

財 源：〇 主な予算 、△ 補助予算

【情報発信に関する取組】

重重点点的的なな取取組組

ⅣⅣ--000088 文文化化情情報報発発信信のの充充実実
継続／新規 継続

事業概要 本市の多種多様な文化財を広く周知・公開できるよう、ホームページやＳＮＳ等を活用した情報発信を充
実します。

取組主体
行 政 ◎ 所有者 ○ 地 域
民 間 市民団体 専門家

計画期間
今期

次期
前期 後期

財源 市費、国・県補助
ＫＰＩ

通通常常のの取取組組

No
継
続
／
新
規

取組の名称と概要

取組主体 計画期間 財源

ＫＰＩ行
政

所
有
者
等

地
域

民
間

市
民
団
体

専
門
家

今期
次
期

市
費

国
県
補
助

団
体
費
等

民
間前

期
後
期

Ⅳ-009 継
続

博博物物館館等等にによよるる文文化化財財情情報報のの提提供供
市内博物館において文化財を公
開・展示するなど、本市の歴史文
化に触れられる機会を提供しま
す。

◎ ● ● ○ ○ ○ △ △ △
企画展
の開催
回数

取組主体：◎ 主体 、● 協働 、〇 協力  
計画期間：前期 令和６年度～７年度 、後期 令和８年度～ 年度 とし、令和 年度以降は次期とします。

は基点以降完了までの期間。 は両矢印の期間内に終わるものを指します。

財 源：〇 主な予算 、△ 補助予算
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